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本日の委員会に付した案件 

 議案第 ７号 長与町敬老祝金支給条例の一部を改正する条例 

 議案第１２号 令和３年度長与町一般会計補正予算（第１３号） 
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閉  会  １５時１７分 



 

 

○委員長（金子恵委員） 

皆さんおはようございます。定足数に達しておりますので、本日の総務厚生常任委員会

を開会いたします。令和４年第１回定例会本会議におきまして、本常任委員会に付託を受

けました議案第１２号令和３年度長与町一般会計補正予算（第１３号）の件を議題といた

します。本案について提案理由の説明を求めます。 

契約管財課和田課長。 

○契約管財課長（和田弘君） 

皆様おはようございます。それでは議案第１２号令和３年度長与町一般会計補正予算

（第１３号）について契約管財課所管分について御説明申し上げます。今回の補正につき

ましては、歳入については実績見込みにより増額したもの、歳出については不用額の減額

補正などによるものでございます。 

それでは一般会計補正予算に関する説明書の１４、１５ページをお開きください。歳入

でございます。１６款１項１目財産貸付収入１節土地貸付収入でございます。これにつき

ましては実績見込みによる２８０万円の増額計上でございます。続きまして歳出でござ

います。説明書の２０、２１ページをお開きください。２款１項５目財産管理費１８節負

担金、補助及び交付金でございます。長与町公共施設等管理公社補助金５０３万円の減額

でございます。続きまして２２、２３ページをお開きください。２款１項９目電子計算費

１２節委託料、電算システム運用開発委託料でございます。これにつきましては、マイナ

ンバーカード所持者がマイナポータルから転入届、転入予約をできるようにする転出転

入手続きワンストップ化に係る住民記録システム改修のため、４００万円の増額計上で

ございます。続きまして予算書になりますが７ページをお開きください。第２表繰越明許

費補正でございます。２款１項、事業名、転出転入手続きワンストップ事業４００万円で

ございます。先程説明しましたが、今年度中に完了しない見込みであるため次年度へ繰り

越しをお願いするものでございます。 

以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

秘書広報課中村課長。 

○秘書広報課長（中村元則君） 

おはようございます。続きまして秘書広報課所管分になります。よろしくお願いします。

全て歳出の減額となります。予算に関する説明書の２０、２１ページをお願いします。２

款１項１目一般管理費８節旅費の普通旅費１８０万円を減額しております。同じく１２

節委託料の秘書業務委託料８０万円を減額しております。どちらも新型コロナウイルス

感染症の影響による減額となります。続きまして、２目文書広報費１０節需用費の印刷製

本費１００万円を減額しております。こちらは広報ながよの印刷製本に係る不用見込額

を減額しております。以上が秘書広報課所管分になります。よろしくお願いします。 

○委員長（金子恵委員） 



 

 

次に、地域安全課荒木課長。 

○地域安全課長（荒木秀一君） 

おはようございます。それでは地域安全課所管分につきまして御説明をいたします。説

明書の８、９ページをお願いいたします。まず歳入でございます。１３款使用料及び手数

料１項１目２節コミュニティセンター使用料１２万５,０００円の減額。こちらは施設の

利用件数の減少に伴い減額するものでございます。続きまして１４、１５ページをお願い

いたします。１５款県支出金３項１目１節総務管理費委託金１万円の増額でございます。

市町村権限移譲等交付金の額の確定によるものでございます。続いて１６款財産収入１

項２目１節利子及び配当金、上から３行目ふるさとづくり基金運用収入２,０００円の増

額でございます。続いて１８款繰入金２項３目１節防災基金繰入金３７万１,０００円の

減額です。充当先の歳出９款１項４目防災対策費の減額に伴い減額するものでございま

す。次に１６、１７ページをお願いいたします。２０款諸収入５項１目１節雑入、一番下

にございます全国町村会災害対策費用保険金９９万９,０００円の増額でございます。こ

れは令和３年８月の大雨警報に伴う避難所設置経費に係る保険金といたしまして、１０

０万円を受け入れるものでございます。 

次に歳出に移ります。２０、２１ページをお願いいたします。２款総務費１項７目交通

安全対策費は全て地域安全課所管分となります。５４３万６,０００円の減額となります。

減額の主な理由といたしましては、工事請負費３９４万１,０００円の減額でございます。

これは高田南土地区画整理事業地内へ防犯灯、カーブミラーの新設を予定しておりまし

たが、財源を見直したことによって、令和４年度で市街地整備総合交付金等を活用するよ

うに変更いたしました。現時点では令和４年度の事業といたしまして交付金申請を行っ

ており、これに伴いまして不用額を減額するものでございます。このほかは執行見込額の

確定に伴う不用額を計上しております。続きまして２２、２３ページをお願いいたします。

１０目地域振興費になります。１８節負担金、補助及び交付金です。２２３万７,０００

円の減額でございます。自治会長研修の中止に伴う不用額、自治会振興補助金支出額の確

定に伴う不用額の減額でございます。それから１１目長与町ふれあいセンター管理費で

ございます。総額で３３４万円を減額しております。これは館長職に再任用職員が配置さ

れたことによりまして、当初予定をしていました会計年度任用職員任用に係る不用額を

減額するものでございます。次の１２目長与南交流センター管理費についても同様の理

由から、会計年度任用職員に係る不用額を減額するものでございます。次に３４、３５ペ

ージをお願いいたします。９款消防費１項１目非常備消防費でございます。１８節負担金、

補助及び交付金４６６万３,０００円を増額しております。増額の主な理由といたしまし

て、広域消防事業負担金３７３万８,０００円の増額、これは人件費の増に伴うものでご

ざいます。それから浜田出張所経費分担金９８万８,０００円の増。こちらは搬送用アイ

ソレーターの購入費でございます。この搬送用アイソレーターと申しますのは、新型コロ

ナ感染対策といたしまして飛沫防止機能を有する患者搬送用カプセルのことでございま



 

 

す。こちらは救急自動車に搭載をしております。次に４目防災対策費でございます。合計

で３７万１,０００円の減額。こちらは自主防災組織新規設立に伴う予算として計上した

ものでございますが、設立する組織がなかったことから不用額を減額するものでござい

ます。説明は以上でございます。御審議のほどお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

ただいま説明が終わりました。これから質疑を行います。まず契約管財課、歳入の方か

ら入っていきたいと思います。質疑はありませんか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

転出転入手続きワンストップ事業っていうものがあると思うんですけど、これは契約

管財課で開発して、実際は違う課で使用されるものと思うんですが、事業費としてはここ

に上がってくるものなんでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

前川係長。 

○係長（前川哲郎君） 

おっしゃるとおり、この事業に関しては本来であれば住民記録に関係する部分になり

ますので、このシステムを実際に使って事業を行うのは住民環境課の方になるんですけ

れども、今回上げているこの改修費が基幹システムという庁内のＣＯＫＡＳ－Ｒ／ＡＤ

Ⅱといういろんな税とか住民記録とか国保とか後期とか、各所管が一緒に使う基幹シス

テム部分の改修に当たりますので、基幹システムの改修ということで情報管理係の方で、

そういった部分については一括して改修費の支出をするというふうにしておりますので、

今回契約管財課の方で増額計上させていただいております。 

○委員長（金子恵委員） 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

転出転入手続きワンストップ事業、いつまでとかそういう期限があるのか、いつから運

用されるかというのだけ教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

前川係長。 

○係長（前川哲郎君） 

こちらの事業、国の方で全国一律で進める事業なんですけれども、国が現在示している

資料によりますと、令和５年１月から２月頃までに開始をする予定になっております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 



 

 

歳入の１５ページ、財産収入の土地貸付収入。半分ぐらい補正額になっているんですけ

れども、この財産っていうのは固定化してますんでそんなに増減はないと思うんですよ

ね。これは何でこう増えたのか、そこのところですね、財産収入ってもう固定化している

わけですから、賃料も毎年ね。これがこんなに増えるっていうのは原因が何なのか、そこ

のところを教えていただきたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

永野課長補佐。 

○課長補佐（永野英明君） 

こちらにつきましては、原因としましては長与町の北陽台の図書館用地になるんです

けれども、こちらの方、当初３２０万円ほどの歳入と見込んでおりました。しかしながら

決算の実績見込額としましては５７０万円程度になっております。主な要因といたしま

しては、この図書館用地の上に病院が出来ていますけれども、そちらが去年の５月にオー

プンしておりまして、そちらが年度始まるときに１,３００平米ほど貸して欲しいという

ことで、その分で上がっております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかありませんか。よろしいですかね。あとから全体的にお聞きしますので。 

次に秘書広報課。ここは歳出だけですね。２０、２１ページです。質疑はありませんか。

よろしいですかね。 

では地域安全課の方に移りたいと思います。歳入の８、９ページから入っていきたいと

思います。質疑ありませんか。よろしいですか。では次、歳出の方、質疑はありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

２１ページの交通安全対策費の中の工事請負費の減額ですね。当初はこういう安全対

策の工事を見込んでいたけれども、御説明で私の聞き間違いでなければ、高田南に係る交

付金の方で見られるというふうなことだったんですが、これは年度途中でどういう形で

交付金の対象になるっていうのが、当初分からずに途中から分かった。ちょっとこの辺り

の経緯がどういうことだったのか、お知らせいただければと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

永間係長。 

○係長（永間崇義君） 

当初は、カーブミラーと防犯灯もなんですけども、こちらが今回その補助の対象として

計上されていなかったんですけれども確認していく中で、令和４年度からであれば交付

金が利用できるというところが年度の途中で分かりまして、それで令和４年度に申し込

みをして、計上するようにいたしました。 

○委員長（金子恵委員） 

安部委員。 



 

 

○委員（安部都委員） 

２１ページです。先程秘書業務委託料と印刷製本費の１００万円と８０万円マイナス

というところなんですが、コロナ禍によるということなんですが、どうして広報ながよが

減、そのいきさつ、詳しく教えていただければと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

中村課長。 

○秘書広報課長（中村元則君） 

広報ながよの印刷製本費に係る不用見込額につきましては、当初、予算を１ページ単価

１.２円で予算を組んでおりまして、実際令和３年度の契約が１ページ当たりの単価が０.

９８円になったっていう、主な原因はこちらになります。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかありませんか。全体的にで構いません。質疑はありませんか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

３５ページで広域消防事業負担金が人件費の増で３７０万円ですか、その理由を教え

てください。 

○委員長（金子恵委員） 

山本係長。 

○係長（山本洋佑君） 

こちらにつきましては、令和２年度の決算を行ったところ中途退職者が４名出たこと

によって当初予算では見込んでいない退職金が発生した、これが起因でございます。 

○委員長（金子恵委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

担当課で分かることかどうか分かりませんが部長が来られているので。今回南交流セ

ンターで言えば、施設長報酬が減額されている。これは会計年度任用職員での登用で人件

費がそちらから出るということなんですよね。まだ審議に入ってないですけど、次年度予

算を見てみると今回減額されたのがまたそのまま残って計上されていると。この違いで

すよね。異動させてみないと分からないっていう状況なんですかね。それ以外のところは

会計年度任用職員で予算を立てているとこもあるんですよね。だから、これがどういうふ

うな運用をされているのか、そこを教えていただけますか。 

○委員長（金子恵委員） 

日名子部長。 

○総務部長（日名子達也君） 

交流センターの人件費ということでございます。ほかの施設もございますが、再任用職

員で令和３年度はさせていただいた。令和４年以降どうなるのかということの御質問か



 

 

と思いますが、この件につきましては、再任用の方の御意向も聞きながら、当初予算のと

きにはまだつかめていないので、令和４年度も同じく報酬だったり、共済費だったり、会

計年度任用職員としての経費を上げさせていただいたところでございます。今、調査中及

び検討中でございます。それについてはどっちになるのか、今はまだ分かりませんが、そ

れについては今後調整してまいりたいというふうに考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

大体概略は分かったんですけども。本人の意向を聞いてからっていう話だったんです

が、同じ職場に就くにしても会計年度任用職員と施設長報酬での雇用となると違いって

何なのか。勤務時間が違うのかとか、待遇が違うのかとか、簡単でいいんで教えてもらえ

ますか、何が違うんですか。会計年度任用職員での登用と施設長での館長での登用。 

○委員長（金子恵委員） 

荒木課長。 

○地域安全課長（荒木秀一君） 

会計年度任用職員制度ですね、導入されて間もないんですが、基本的に一般職員と同等

の身分を有するような形になっております。そういった中で、最も大きな違いは、今回で

言えば勤務時間の違いがあるかと思います。再任用職員だと私たちと同じような形で８

時４５分から１７時半まで。会計年度任用職員はその時間が、始まりが９時からというよ

うな形で、短縮が絡んでおりますので、その分で、年報酬についても職務が同じでありな

がら差が出てくるというような仕組みになります。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかにありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

申し訳ないんですけれども、先程答弁の中で４人退職ということで御説明を答弁され

ておりましたが、私ほかのことを控えててどの部分のことなのか理解できてないので、再

度それはどこの部分なのかをお願いしたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

山本係長。 

○係長（山本洋佑君） 

３４、３５ページの９款１項１目１８節広域消防事業負担金につきましては、決算を行

ったところ中途の退職者が４名出まして、当初予算では見込みきれてない退職金が発生

したということによる人件費の増でございます。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 



 

 

○委員（堤理志委員） 

確認ですけれども、広域消防ということは長崎市消防局の分で退職者が出たので、按分

とか、その負担割合等で長与町でそういった増額が出たということですね。 

○委員長（金子恵委員） 

山本係長。 

○係長（山本洋佑君） 

お見込みのとおりでございます。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

別のところで財産管理の部分でなんですが、２１ページの財産管理費の公共施設等管

理公社補助金の減額ですね。これは実績によるものなのか、主にどういったことが原因で

減になったのかをお願いしていいでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

和田課長。 

○契約管財課長（和田弘君） 

公社の職員の中途退職と当初見込みで職員の福利厚生費に増減が生じためにこういう

結果になっております。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

ちなみにどこの職場なのかと何人ぐらい中途退職がいらっしゃったのかお願いします。 

○委員長（金子恵委員） 

和田課長。 

○契約管財課長（和田弘君） 

公社の決算の中の資料でございますが、職員の定年が１人です。自己都合で給食調理場

が１人。それと職員の臨時新規採用、高田小学校が給食調理員が１人、長与小学校が１人、

洗切小が１人、長与北小が１人、給食共同調理場が２人でございます。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかありませんか。いいですか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

ということは、要するに給食の調理場の職場環境をよく町としても留意しないといけ

ないというそういう数字じゃないかと思うんですけど、その辺りは何か問題点があるの

か、改善がやはり必要だということなのか。この辺りは今回のこの数字を見ていかがです

か。 



 

 

○委員長（金子恵委員） 

日名子部長。 

○総務部長（日名子達也君） 

委員御指摘のとおり、給食調理員が途中でお辞めになるというのが続いておるところ

でございます。当然、どうしても給食を作っていただかなければいけないものですので、

その分の人数は確保したいということで公社の方は鋭意努力していただいているとこで

ございますが、いろいろ求人募集はしているみたいですが、なかなか来ていただけないと

いうことでお聞きはしております。雇い入れは当然公社の方でやっていただいておりま

すので、私どもとしてはお願いしますということで、現在、公社の理事会等でもお話をさ

せさせていただいているというところであります。当然所管の方は、委員会にもその旨お

話をしているということでございます。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかありませんか。よろしいですかね。いいですか。質疑なしと認めます。 

これで総務部の質疑を終わります。お疲れ様でした。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩前に続き、委員会に戻します。 

これから補正予算に関する分の住民福祉部の審査に入っていきたいと思います。提案

理由の説明を求めます。 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

皆さんおはようございます。それでは、令和３年度長与町一般会計補正予算（第１３号）

のこども政策課所管につきまして、御説明をさせていただきます。今回の補正は、実績見

込みに伴う減額補正が主なものでございます。 

それでは、説明書の１０、１１ページをお開きください。１４款１項１目３節児童手当

負担金は、児童手当歳出減額に伴う国費の減額でございます。１４款１項１目４節児童福

祉費負担金は、幼稚園や認可外保育施設等の給付費減額に伴う国費の減額です。１４款２

項２目１節児童福祉費補助金の、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別

給付金事業費補助金は、事業実績見込みに伴う減額です。保育士等処遇改善臨時特例交付

金は、私立保育園、認定こども園等の保育士や学童クラブの支援員等の処遇改善のため、

賃上げ効果が継続される取り組みを行うことを前提として、令和４年２月から収入を

３％程度引き上げるための措置を実施するための交付金です。１２、１３ページをお開き

ください。１５款１項１目３節児童手当負担金は、児童手当歳出減額に伴う県費の減額で

ございます。１５款１項１目４節児童福祉費負担金は、幼稚園や認可外保育施設等の給付

費減額に伴う県費の減額です。１５款２項２目２節児童福祉費補助金は、高田保育所に受



 

 

け入れをしている医療的ケア児給付費につきまして、県費４分の３負担分を計上してお

ります。歳入は以上です。 

次に歳出です。２４、２５ページをお開きください。３款２項１目は全てこども政策課

です。１８節負担金、補助及び交付金の上から４段と１９節扶助費については、決算見込

額に合わせて減額しています。１８節の５段目の保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例

事業費補助金、放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金につきましては、歳入

でも説明をいたしましたが、私立保育園、認定こども園についての保育士等の２月、３月

分の収入の３％引き上げるために必要な所要額を、その下の段の放課後児童支援員等処

遇改善臨時特例事業費補助金は、学童クラブの支援員等の２月、３月分の収入の３％引き

上げるために必要な所要額を計上しております。２２節償還金、利子及び割引料は、児童

手当交付金につきまして、実績に伴い元年度の補助金返還額を計上しております。３目高

田保育所費につきましては、医療的ケア児の受け入れを可能とするため看護師を１名配

置いたしておりますが、歳入でも説明したとおり、２６万５,５００円を一般財源から県

支出金へ組み替えをしております。２６、２７ページをお開きください。４款１項２目１

２節の予防接種委託料につきましては、マイナス６００万円がこども政策課所管です。実

績見込額に合わせて減額しています。３目１２節の健康診査委託料は、実績見込額に合わ

せて減額をしております。最後に、繰越明許費補正がございますので予算書の７ページを

お開きください。３款２項児童福祉費の長与町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業

を３００万円繰り越しさせていただく予定としております。こども政策課は以上です。 

○委員長（金子恵委員） 

住民環境課中尾課長。 

○住民環境課長（中尾盛雄君） 

皆さんおはようございます。それでは令和３年度長与町一般会計補正予算（第１３号）、

住民環境課所管分について御説明をいたします。説明書の歳入の部、１０、１１ページを

お開きください。下の方になります。１４款２項１目総務費国庫補助金１節総務管理費補

助金でございます。住基システムの改修費用の補助金の増額でございます。同じく２項３

目衛生費国庫補助金２節清掃費補助金。これと次のページの１５款２項３目衛生費県補

助金１節保健衛生費補助金は、合併浄化槽の設置に伴う補助金の利用がなかったために、

国費と県費を減額するものであります。同じく１５款３項１目総務費委託金３節戸籍住

民基本台帳費委託金は、パスポート事務処理の件数の減額に伴う市町村権限移譲等交付

金の減額でございます。１段下の３目衛生費委託金１節保健衛生費委託金の説明欄の上

段部分になります。市町村権限移譲等交付金（公害）で存目計上しておりました分の交付

金額の確定に伴うものでございます。次のページになります。２０款５項１目１節雑入で

ございます。一番上の過年度長与・時津環境施設組合運営負担金精算金は令和２年度の決

算確定に伴う精算金でございます。 

続きまして、歳出の方になります。歳出につきましては不用額の精算でありまして、全



 

 

て減額補正であります。２２、２３ページをお開きください。下の方です。２款３項１目

戸籍住民基本台帳費はマイナンバーカードに関する費用で、８節旅費は会計年度任用職

員の通勤手当の減額分で、１１節役務費は郵便料の減額分でございます。次に、２６、２

７ページになります。４款１項５目環境衛生費１２節委託料は、大村湾や長与川の水質調

査の入札減によるもので、次に１８節負担金、補助及び交付金は、歳入で申し上げました

合併浄化槽の設置に伴う補助金申請がありませんでしたので、減額するものでございま

す。２項１目清掃総務費１２節委託料及び１３節使用料及び賃借料は、ともに町民一斉清

掃の中止によるものと精霊船処理委託の減額によるものでございます。２目ごみ処理費、

１０節需用費は実績に伴う減額でございます。説明書は以上で予算書の方に戻ります。７

ページ繰越明許の表になります。一番上の２款総務費の２段目、戸籍総合システム改修事

業で、マイナンバーと戸籍システム連携に伴う改修の事業の繰り越し分でございます。以

上が住民環境課の補正予算関係でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

次、福祉課山口課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 

令和３年度長与町一般会計補正予算（第１３号）の福祉課所管分につきまして御説明さ

せていただきます。今回の補正につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため

事業を中止したことや、縮小に伴う減額が主なものとなっております。まず議案書の７ペ

ージをお開き願います。第２表の繰越明許費につきまして、３款民生費１項社会福祉費の

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業２億４,０００万円を計上いたしてお

ります。これは、現在実施しております住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対する給付

金で、申請期日が令和４年９月末となっているため繰り越しをするものでございます。 

次に歳入でございますが、説明書の１４、１５ページをお開き願います。１５款３項２

目１節社会福祉費委託金の市町村権限移譲等交付金（障害）は額の確定に伴い増額補正を

するものでございます。 

続きまして歳出でございます。２４、２５ページをお開き願います。３款１項１目１２

節委託料の地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委託料は７７万円の減額となっており、

入札減によるものでございます。その下１８節負担金、補助及び交付金の長与町民生委員

児童委員協議会運営補助金につきましては、新型コロナウイルスの影響により委員の研

修活動が大幅に制限されたことに伴いまして、減額を行うものでございます。その下２２

節償還金、利子及び割引料の過年度生活困窮者就労準備支援事業等補助金国庫返還金は、

令和２年度の事業確定に伴う返還金でございます。その下２４節積立金の地域福祉ボラ

ンティア基金積立金１２９万８,０００円は、ふるさと長与応援寄附金からの基金積み立

て分でございます。ページ下段にまいりまして、３項１目１０節需用費、１２節委託料の

老人福祉センター「丸田荘」管理委託料、丸田荘施設管理保守委託料は、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため丸田荘を休館したことに伴う減額でございます。次のページを



 

 

お開き願います。１２節委託料の緊急通報システム業務委託料、１９節扶助費の高齢者交

通費・健康づくり助成金は、いずれも実績見込みにより減額をするものでございます。 

以上が今回補正をお願いするものとなっております。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○委員長（金子恵委員） 

ただいま説明が終わりました。全体的にでもいいんですけれども、まず、こども政策課

歳入から入っていきますが、質疑はありませんか。１０、１１、１２、１３ページですね。

こちらの方、下段の方です。ありませんか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

国庫負担金が減額されたからってことなんですけど、何か理由みたいなのがあれば教

えてもらいたいんですけども。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

こちらが実績に伴って国庫補助金を請求するという形になりますので、実績が無かっ

たので減額をさせていただいているということで、逆になります。 

○委員長（金子恵委員） 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

その実績っていうのが何なのかを教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

山口係長。 

○係長（山口陽子君） 

児童手当の支給額が子どもの人数によって、３歳未満であれば１万５,０００円、３歳

以上であれば１万円の支給をさせていただいているんですけれども、その方々の中学生

までの子どもの人数がやはり毎年減っておりますので、その人数に併せて児童手当の支

給額も減ってきております。それで実績も減りますのでそれに併せて国庫負担金も減額

ということになっております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

同じく１１ページの保育士等処遇改善臨時特例交付金なんですが、これは令和４年か

ら交付ということで、私学も公立も全部対等で入ってくるということなんでしょうか。そ

このとこ教えてください。 



 

 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

こちらの交付金は、今回は私立の保育園と認定こども園につきまして交付金を支給す

るように計画を立てています。 

○委員長（金子恵委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

となると一人当たり１万幾らになるんですかね。その辺りどうですか。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

実際に幾らっていうのはまだ予定の段階なんですけれども、大体収入の３％、月額に換

算いたしますと９,０００円程度っていうふうに試算はしております。 

○委員長（金子恵委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

となると、その支給は正職員のみですよね。非正規は支出対象にならないというところ

でしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

今回の支給につきましては、保育園とか認定こども園の方で働いている職員に関しま

しては、支給をして良いというふうになっていますので、正職員に関しても、非正規の方

につきましても支給をすることはできます。ただ、金額につきましては、非正規の方は常

勤換算をいたしますので、収入の３％っていうことですので、月額９,０００円分までは

ならないというふうに考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかありませんか。歳出の方でも構いません。こども政策課に関しての質疑はありませ

んか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

子育て世帯への臨時特別給付金支給事業の繰り越しの額が３００万円。何人か想定さ

れていると思うんですけど。延長する理由みたいなのがあれば教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 



 

 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

今回の繰り越しの３００万円につきましては、３月中に出生された方が４月に入って

出生届を申請された方を対象にさせていただいております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかありませんか。では全体的にあとから戻っても構いませんので、次、住民環境課の

方に入りたいと思います。質疑はありませんか。よろしいですか。では次、福祉課分で。

戻っても構いません。全体的に質疑はありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

福祉課の分で歳出の２５ページですね。３款民生費１項社会福祉費１目２２節ですね、

この過年度生活困窮者就労準備支援事業等補助金国庫返還金となっているわけですけど

も、この中でちょっと私も分からないところがあるんですけども、生活困窮者、大体何人

見込んでおられたのかその辺りお分かりであれば。そういう計算で多分予算を組んでお

られたと思うんですよね。その前提となる条件というのはどんなものだったのか。今コロ

ナで生活困窮者が出ているわけですけども、生活困窮者は何名ぐらい想定されとったの

か、それだけお伺いしたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

山口課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 

生活困窮者就労準備支援事業等補助金につきましては、名称が生活困窮者という名称

が入っておりますけれども、社会福祉協議会のボランティア室に対する補助金でござい

ますので、直接、生活困窮者とあまり関係のない事業となっております。なので、人数と

かっていうのは補助金には影響しておりません。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかありませんか。住民福祉部全体で構いません。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

繰越明許費です。住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金事業で、結構な金額になる

と思うんですけども、現在の進捗状況みたいなのが分かれば教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

山口課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 

３月４日現在になりますけれども、非課税世帯への給付金申請が２,４８５件ございま

して、振り込みが２,３１４件済んでおります。家計急変世帯というのもございまして、

そちらの方の申請が１１件、振り込み済みの方が６件となっております。 

○委員長（金子恵委員） 



 

 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

元々想定していた非課税世帯って何世帯ぐらいあるんでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

山口課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 

この給付金が、非課税世帯に対する給付金と家計急変世帯に対する給付金２種類ござ

いまして、合わせて４,４００世帯を想定しておりました。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

歳出の２５ページなんですけれども、３款民生費２項児童福祉費、高田保育所ですね。

財源組替で、医療的ケア児の看護師の財源組み替えという御説明があったんですけども、

看護師は町内で融通したんですかね。元々新規で募集して採用された人なのか、あるいは

ほかの他部門から再配置していただいたということなのかですね。どういう経緯でその

看護師を設置されたのか。今、医療的ケア児は看護師を設置しようということで、国から

も強い要請があるわけですよね、学校でもそうですけれども。高田保育所は、看護師は新

規なのか、あるいは再配置なのか、そこだけお伺いしたい。 

○委員長（金子恵委員） 

宮司課長。 

○こども政策課長（宮司裕子君） 

再配置の看護師になります。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかありませんか。よろしいですかね。 

これで住民福祉部の質疑を終わります。お疲れさまでした。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会に戻します。 

ただいまより企画財政部の審査に移りたいと思います。提案理由の説明を求めます。 

財政課木須課長。 

○財政課長（木須紀彦君） 

それではよろしくお願いいたします。財政課所管分を御説明いたします。説明書の６、

７ページをお開き願います。歳入でございますが６款１項１目１節法人事業税交付金は、

令和３年１２月までの収入額に合わせて計上いたしております。続きまして８、９ページ



 

 

をお願いいたします。９款１項１目１節地方特例交付金は、交付額の確定に伴う増額計上

であります。次にその下でございます。９款２項１目１節新型コロナウイルス感染症対策

地方税減収補填特別交付金でございますが、これは新型コロナウイルス感染症の影響を

受けた事業者等が所有する償却資産及び事業用資産に係る固定資産税等の軽減措置を国

が全額補填する交付金で、決算見込みにより減額計上をしております。次に１０款１項１

目１節普通交付税でございますが、昨年１２月の国の補正第１号により増額交付された

ものを計上いたしております。このうち１億６,７２６万６,０００円は、令和３年度の臨

時財政対策債を償還するための基金への積み立てが求められており、歳出にて減債基金

積立金として計上いたしております。１４、１５ページをお願いいたします。１６款１項

２目１節利子及び配当金の上２つでございますが、財政調整基金運用収入と減債基金運

用収入が財政課所管でございます。次に１８款２項１目１節財政調整基金繰入金は、今回

の補正予算に係る財源調整でございます。財源余剰となりましたので繰入額を減額いた

しております。１６、１７ページをお願いいたします。１９款１項１目１節繰越金は、令

和２年度からの純繰越金の予算未計上分を計上いたしております。次に２０款５項１目

１節雑入のうち、上から３番目になります。長崎県市町村振興協会市町村配分金が財政課

所管です。サマージャンボ、ハロウィンジャンボの宝くじの配分金で、額の確定による増

額計上でございます。 

続きまして歳出でございます。２０、２１ページをお願いいたします。２款１項３目財

政管理費１２節委託料の公会計整備業務委託料は、額の確定による減額補正でございま

す。次に１８節負担金、補助及び交付金の西彼中央土地開発公社事業費負担金は、利率が

当初見込みより上昇し、支払利息が増額となったことによる増額補正でございます。次に

２款１項６目２４節積立金の財政調整基金積立金は、先程歳入で触れました運用収入の

積立金になります。減債基金積立金は、同じく運用収入の積み立てに加えて、普通交付税

の追加交付のうち臨時財政対策債の償還分１億６,７２６万６,０００円と、さらに２億

６,０００万円を積み立てております。これは今後の大型事業、土地区画整理事業、複合

施設建設等をイメージしてございますけれども、こちらの進展に伴って見込まれる公債

費の増加に備えるものでございます。２８、２９ページをお願いいたします。４款３目１

項下水道処理費１８節の下水道施設事業費負担金は、行政区域が長与町で長崎市の下水

道処理区域である場合に、その区域の下水道工事に係る経費の一部を長与町が負担する

ものです。今年度は実績が無かったため全額を減額いたしております。次に４０ページか

ら４３ページになります。１２款１項公債費は、町債の利率見直し及び前年度債の額の確

定による元金及び利子の補正でございます。次に１３款１項１目２４節積立金は、土地開

発基金の運用収入、及び新図書館建設用地の土地貸付収入を積み立てるものです。最後で

すが、教育総務課の所管とはなりますけれども教育振興基金について御説明をいたしま

す。ページ戻りまして３６、３７ページをお願いいたします。１０款１項３目２４節教育

振興基金積立金でございますが、運用収入とは別立てで、１億円を積み立てております。



 

 

教育関係施設等の更新、新図書館の建設を考慮しての積み立てとなっております。 

以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

次に、政策企画課荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

続きまして政策企画課分の主な内容を御説明申し上げます。 

説明書、まず歳入、１０、１１ページをお開きください。１４款２項１目２節地域活性

化補助金でございます。地方創生推進交付金１００万円の減額は、地域産業雇用創出チャ

レンジ支援事業、町内企業の事業拡大への補助金に係るものでございますけれども、その

実績に伴うものでございます。次の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

は、２,２２６万４,０００円を増額計上しております。内容につきましては、本日お配り

しております別添資料令和３年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対

象事業補正（第１３号）関係という資料を御覧ください。これは、臨時交付金の対象事業

を一覧でお示しをしたものでございます。本年度当初予算から今回の補正予算までに計

上いたしました新型コロナウイルス対策事業について、予算科目ごとに整理をしており

ます。各事業における事業費は、実施計画におけます本交付金の対象となる事業費、具体

的には総事業費から国県支出金を除いた地方負担分のみを記載しております。今回の補

正予算ではこれらの事業に対し、補正後の臨時交付金総額１億２,５２２万８,０００円

を充当しております。裏面２ページの最後にございますけれども、この臨時交付金は昨年

度からの本省繰越と言われる財源、それから事業者支援分の特別枠の交付金、それと国庫

補助事業等の地方負担見合分、それから令和３年度の国の補正予算対応分と合計２億８,

２７３万１,０００円が上限額として示されており、今回の補正後の額を差し引いた残り

の１億５,７５０万３,０００円は、国の方でまた本省繰越という措置が取られまして、次

年度の財源として活用することとしております。また説明書の方に戻ります。１２、１３

ページをお開きください。１５款２項１目１節総務管理費補助金、県支出金でございます。

地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金（事業拡充事業）は先程国庫支出金で説明を

したものに係る県支出金２００万円の減額でございます。 

最後に歳出でございます。２２、２３ページをお開きください。２款１項８目企画費１

２節委託料です。公共施設等総合管理計画策定支援業務委託料は、実績に伴う不用額の減

額によるものでございます。 

以上が政策企画課分です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

では引き続き、税務課の提案理由を。 

村田課長。 

○税務課長（村田佳美君） 

続きまして税務課所管分の補正予算について御説明いたします。補正予算に関する説



 

 

明書の６、７ページをお願いいたします。歳入の１款１項１目個人町民税は７,０００万

円の増額計上です。増額の主な要因ですが、令和３年度当初予算時には、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を大きく受けると予測しておりましたが、令和２年度と令和３年度の

課税額を比較いたしますと、約４,２００万円程度の減少にとどまりました。これにより

収納見込額が増額しております。次に１項２目法人町民税は２,６００万円の増額計上で

す。増額の主な要因ですが、法人税割の税率がこれまで９.７％から６％に変更されたこ

ととともに、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けると予測しておりましたが、

調定額が昨年並みで推移していることから収納見込額を増額しております。続きまして

２項１目固定資産税も９,０００万円の増額計上です。増額の主な要因ですが、令和３年

度は新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小企業者等に対する

固定資産税等の特例による軽減額を、家屋、償却資産を合わせて約１億円と見込んでおり

ましたが、実際の軽減額は１,６５６万７,０００円となりましたので、収納見込額を増額

しております。続きまして３項１目環境性能割は１５０万円。３項２目種別割は１,４０

０万円の増額計上です。増額の主な要因ですが、当初の調定見込額に対して実際の調定額

が上回ったことや、収納率も昨年並みで推移しているため、収納見込額が増加したもので

ございます。続きまして７項１目都市計画税は１,２００万円の増額計上です。増額の主

な要因ですが、固定資産税と同様、中小企業者等に対する固定資産税等の特例による軽減

額を１,３００万円と見込んでおりましたが、実際の軽減額は９８万５,０００円となり

ましたので、収納見込額を増加しております。 

次に歳出について御説明いたします。２２、２３ページお願いいたします。下段の２款

２項１目税務総務費は、令和３年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

対象事業の事業費を一般財源から国庫支出金や財源組替を行ったものとなります。 

税務課所管分は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

提案理由の説明が終わりました。では財政課から質疑を始めたいと思います。歳入から

始めた方がいいですかね。歳入の方で質疑はありませんか。そしたら歳出も含めて。 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

２１ページの２款１項１８節の西彼中央土地開発公社事業費負担金の金利上昇って御

説明でありました。教えて欲しいんですけど、この借り入れ先はどこなのか。また金利上

昇っていつからなのか。教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

木須課長。 

○財政課長（木須紀彦君） 

こちらの方、西彼中央土地開発公社の方で実際に複数の金融機関に入札をさせていた

だいて、決定をさせていただいているというものでございます。令和３年度分につきまし



 

 

ては、入札の結果十八親和銀行長与支店で借り入れをする形になりまして、利率が０.

４％でございました。当初の見通し、こちら前年度の借入利率を基に予算を計上しており

ましたが、それが０.１４％でございます。０.１４％から０.４％という形で大幅に上昇

したということでございます。こちらの要因でございますけれども、急激なんですけれど

も、基本的に長与町という地方公共団体と西彼中央土地開発公社の取り扱いは、これまで

は同等というふうな形で位置付けられていたということでございました。ただ御案内の

とおり、十八銀行、親和銀行が合併をなされたと。こちらの方で方針が変わったというこ

とで伺っています。あくまでも町ではない外部団体であるというふうなことから、基本的

なベースとしての考え方が上がっているというところと、その他諸条件によって上昇し

たというふうな形で伺っているところです。 

○委員長（金子恵委員） 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

今のことで。当初契約をするわけですよね。契約して、それを合併したから踏襲をしま

すと。合併して踏襲をしますと、前の契約はそのまま生きますよという形で普通は生かす

じゃないですか。が、今の御説明だと町の施設ではない、町の関係ではないって、西彼中

央土地管理公社の分だからといっても、当初の契約が生きるわけじゃないですか。それが

なおかつその生かされずに、金利が今上昇しているっていう形で上がったっていうのは、

契約の中に入ってなかったのかな。そこをもう一度お願いします。 

○委員長（金子恵委員） 

木須課長。 

○財政課長（木須紀彦君） 

説明の方が不足しておりました。西彼中央土地開発公社の利率を決める借入期間は、こ

ちら毎年、毎年ということで１年間契約になっています。今回上昇したのは、合併して初

めての入札であったというところでございます。ですので、契約の途中で利子が変わった

とか、契約が生きているということではございませんで、当初から合併した期間として入

札をされて、その数値になっているということでございます。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかありますか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

９ページをお願いします。８,２４４万８,０００円の新型コロナウイルス感染症対策

地方税減入補填特別交付金、固定資産税の減額でというふうなことだったと思うんです

が、ここのところ８,２００万円ほどは、企業の減額する所が少なかったという見込みで

よろしいですか。ちょっとどのように理解したらよろしいでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 



 

 

村田課長。 

○税務課長（村田佳美君） 

財政課所管分ですけれども、制度自体は税務課の方に関係するので私の方から御説明

させていただきますがよろしいでしょうか。中小事業者に向けて、コロナで事業収入が減

った所に対して、固定資産税の家屋、それから償却資産、都市計画税の家屋の部分に相当

する額を、事業収入が減った所の収入割合に応じて、２分の１であったりゼロであったり

というふうな軽減措置がありました。その分で、当初予算のときにはたくさん申請がある

だろうと思っていたんですけれども、実際は実績で１,７５５万２,０００円分が軽減の

対象となっておりましたので、その分が交付金の金額になっていますから、当初予算の見

込額が予定よりも申請の方が少なかったので、交付金の方も減額になっているところで

ございます。 

○委員長（金子恵委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

となると時短をする所とか休業する所の需要が少なかったというふうな理解でよろし

いでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

村田課長。 

○税務課長（村田佳美君） 

今回の税務課所管でもありますこの交付金につきましては時短営業等ではなく、ちょ

っと読み上げますけれども、新型コロナウイルス感染症の影響によって事業収入が減少

した中小事業者等は、事業収入の減少割合に応じて令和３年度の１年分に限り固定資産

税の事業用家屋とか償却資産の軽減額が２分の１かゼロになりますという措置です。こ

の要件としまして、令和２年の２月から１０月までの任意の連続する３か月間の事業収

入が、前年の同期間の事業費と比べて３０％以上減少していることっていうのがまず一

つありまして、その３０％以上の中で３０％以上から５０％未満減少した所については

２分の１を。５０％以上の減少をした所については全額をということになっております

ので、時短営業をしたから減額ということではないようになっております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

２１ページの１２節公会計整備業務委託料ですけども、恐らく企業会計をベースにし

たのを整備されるっていう意味なのか。例えば公認会計士とか税理士に委託して作成さ

れているのかどうか、公会計整備業務委託の内容を説明していただきたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 



 

 

木須課長。 

○財政課長（木須紀彦君） 

今実際委託をしておりますのは、公認会計士に業務委託をしてございます。こちらも国

の方から一定指針が出まして、作成をということで進めてございます。策定するに当たっ

ては、国等から指針が出てございまして、いろんな紆余曲折がございまして、今は一つの

統一的な基準というふうなことで、全国同じような基準で作成を求められております。で

すので一定、完全に企業会計、水道局の予算書のような形とピタッと一致するということ

ではないかと思いますけれども、考え方としては、まず一番大きな資産をしっかりと数字

で表現をしようというところが大きな趣旨でございまして、それに伴って企業で作られ

る財務諸表を、地方の予算体系に合わせた形で表現をしているものでございます。 

○委員長（金子恵委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

分かりました。この１９万３,０００円が減額になっているんですけれども、令和３年

度はもう廃止したという意味なのかですね。あるいはいろんな減額になったのか、その辺

りを教えていただきたいということと、今まで令和元年度、令和２年度ですかね、この企

業会計をベースにしたのが広報ながよにも載っていました。私も見ました、令和元年度分

はですね。だから続けてやられるのか、その辺りを教えていただきたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

木須課長。 

○財政課長（木須紀彦君） 

まずこの１９万３,０００円の減額でございますが、こちらもうシンプルに金額が確定

をしたというものでございます。ですので、３年度の委託料の金額が補正後の金額という

ことで２３６万５,０００円という内容でございます。ですので令和３年度も統一的な基

準ということで作成をいたしましたということが１点と、あとこれはもう国の方針でも

ございます。今後もずっと作成をしてまいるというものでございます。 

○委員長（金子恵委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

２１ページをお願いいたします。先程１９９万５,０００円の西彼中央土地開発公社の

事業負担金が支払利息の増であるということの御説明だったと思うんですが、そこのと

ころはいつからいつまでの利息の変動だったのか、その辺り教えてください。 

○委員長（金子恵委員） 

木須課長。 

○財政課長（木須紀彦君） 

借り入れの期間でございますけれども、令和３年３月３１日から令和４年３月３１日



 

 

までの１年間プラス１日でございます。ですので、この期間については同一の利息という

形で固定金利でございます。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

２１ページの先程から出ております西彼中央土地開発公社の負担金で、利率の上昇に

伴う分で増額ということでありましたけれども、今後図書館って言いますか複合施設を

買い取る場合に、これが何年後に工事着手になるのか分からないんですが、一定財政負担

が想定よりも大きくなっていく可能性があるわけですよね。そもそも公社が持つという

のが、私が聞いている話だと、町が持っとけば財源があるじゃないかということで補助が

付かないということになるので。もしその土地を町が保有しとけば利率は先程の話です

と低く抑えることができる。一方公社が持つということで今後は少し高い利率のまま保

有しておくということで。ちょっと頭でまだまとまってないんですが、図書館を着工する

までの間で、その辺りが果たしてどっちが損得なのかっていうのも恐らく計算されてい

ると思うんですが、やはりそういう状況であっても公社で保有している方が有利だとい

うふうな判断で、もしその辺の数字の差なんかも、もし分かっていればお願いしたいと思

います。 

○委員長（金子恵委員） 

木須課長。 

○財政課長（木須紀彦君） 

まず利率の動向で申し上げますと全体的に上昇傾向でございます。これは町が借りる

場合、公社が借りる場合に至っても上昇傾向というふうに考えてございます。もう一つ具

体的な話としまして、ここ非常に複雑なんですが、図書館用地につきましては、今回補正

で上げてございます西彼中央土地開発公社の土地ではございません。土地開発基金とい

うことで既に町の土地開発基金として持っているものでございます。これについて保有

をしていることに対するプラスアルファの利子は発生してございません。図書館用地に

つきましてはですね。ですので、新図書館の建設用地に係る負担については、こことも関

係ございませんし、これからもそれを保有していることによって何か費用が発生するか

というのは、考慮しなくてもよろしいのかなというふうに思っているところでございま

す。あともう１点ちょっと複雑でありますのが、今、西彼中央土地開発公社で保有してい

る土地でございますけれども、今回、補正でも上げさせていただいていますけれども、大

きく高田南土地区画整理事業における先行取得の土地と、あとふれあいセンター辺りの

土地というふうな形で整理しておりますけど、その土地の２種類でございます。令和３年

度末、今補正して予算要求してございますけれども、そちらを議決いただければ、令和３

年度末には高田南土地区画整理事業の土地開発公社の保有土地は無くなります。ですの

で、残りはふれあいセンターの用地がここで計上してございます西彼中央土地開発公社



 

 

が保有している土地ということでございます。ですので、その土地についてはおっしゃる

とおり金利上昇傾向というものがございます。それが１点懸念材料と、もう一つ、今まで

と異なって、長与町と同等水準の金利にプラスアルファをされる形で金利が乗せられて

いるということでございます。金利も当然いろいろございます。ただ地方公共団体という

のは、当然信用が高いわけでございます。一番低い形の金利で借りられていると。ただ西

彼中央土地開発公社は今まではそれを同等と銀行の方が見なしてくれていたんですけれ

ども、それは一緒ではないですよ、リスクありますよということで利率が上乗せをされて

きているというふうな状況でございますので、町の利率よりもさらに上乗せされた形で

の利率になってくるというふうな懸念はございます。町が借りる一般的な起債は、多くは

国が資金を一定掴んでいただいています。ただその一部は、民間の方から融通をしてくだ

さいと言われるものが毎年起債計画上でお願いしたときに割り振られる場合がございま

す。その場合は町の事業であっても民間、いわゆる銀行の方から借り入れをしなければい

けませんので、国から借りるよりは民間の方が高いというふうな構図にはなっていると

いうことでございます。 

○委員長（金子恵委員） 

よろしいですか。 

岩永委員。 

○委員長（岩永政則委員） 

今の土地開発公社の関係の金利なんですけども、従来は十八銀行ではなかったのかな

というふうに私思うんですけども。これが今課長言いますように、十八と親和が合併をし

て、それで最初の金利ということでの提示ということで聞かせていただきましたけども、

２つの銀行がありますと競争が働いて「うちが安くするのでうちでやってください」とか

政治的なものは抜きにして、やっぱり安い方に公共団体としていかざるを得ないという

ことの競争が働くわけなんですけどもね。今まで聞いておりまして感じるのが、その競争

が無くなって１本になったもんだから、逆に交渉もなかなかスムーズにいかずに、言われ

るように０.１が０.４になったということの経過のようなんですけども。前もこの合併

の問題のときに公正取引委員会の独禁法にかかるんじゃないかというような報道もなさ

れておりましたよね。そういう心配が私も借り入れがどうなるのかなというような、ある

いは今までのものがどうなる、ふれあいセンターも十数億円を超しておりましたからね。

今はまあ７、８億円かなと思うんですけども、そういうものまで波及をしていくんじゃな

いかなという感じをもってちょっと心配をしておったんですが、まさに今聞かしていた

だいて、そういう状況にあるんじゃないかなと思うんですが。独禁法にかかるようなこと

は何ら出てないんですか。それと今まで借りておるふれあいセンターの分ですよね、今ち

ょっと触れましたけども。これも上がってくるのかね、下がるのか、従来どおりなのか。

その辺りちょっとお聞かせください。 

○委員長（金子恵委員） 



 

 

木須課長。 

○財政課長（木須紀彦君） 

まず金利全般につきまして、冒頭から申し上げておるように上昇傾向、これは国も民間

も一律という形で捉えてございます。特に民間、ことこの長崎県における銀行、その金利

状況に至っては、正直上昇の幅が大きいなというところは実感してございます。実際の実

務につきましても、金利のみならずいろいろな形での業務の一定の地方公共団体の負担

でありますとか、そういった話は聞いてございますので、これが独占禁止法に抵触するの

かどうかというところは分かりませんけれども、従来のような形よりは、そういったこと

が一定強い形でコストが上がってきているのかなというふうな印象は持ってございます。

あとこちらもその状況はございますが、その中でも金利についてですけれども、民間であ

っても入札の方は引き続き取り組んでまいりたいというふうに思ってございます。です

ので、傾向としてそこはもう一定受け入れざるを得ないところも現状としてあるのかな

というところでございます。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかありませんか。 

岩永委員。 

○委員長（岩永政則委員） 

独禁法にかかるような事態ではないのかなという、これは合併の当時から先程言いま

すようにそういう心配があったり、報道がなされたりしておりましたけども、それには値

しないということもあっただろうというふうに理解をしとるわけですけどもね。ただ競

争が働かないような状況になってしまったわけですので、この点やっぱり融資機関に頼

らざるを得ない面も多々ありますよね。単独事業なんてましてやそうですからね。ところ

がそれはそれとして、言われる通りにうちからも、もう交渉の余地もないような状況は作

り出さないように、部長もおられますので十分肝に銘じて腹を据えて協議をするような

そういう姿勢で、言われるとおりに「ああそうですか」と言うんじゃなくて、交渉でそれ

が成り立っていくというような、そういうものが町民のためにもなっていくわけなんで

すから、頑張っていただきたいなというふうに思って要望しておきたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

木須課長。 

○財政課長（木須紀彦君） 

１点回答漏れがございました。今借りている中での利率の上昇はあるのかというふう

な御質問に回答しておりませんでした。基本的に利率は固定金利というふうな形でその

ときに確定をさせてございますので、今からの分だけということで御理解いただきたい

と思います、影響があるのはですね。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 



 

 

○委員（堤理志委員） 

もう１点だけ確認をさせていただきたいんですが、西彼中央土地開発公社の事業費負

担金に関してなんですけれども、これまでは町と同等ということで見ていたけれども、恐

らくそういう金融業界も今経営が厳しいというのも背景にあるんじゃないかと思うんで

すよね。そういうことも重なって「いやリスクがあるから」ってそういう形で持っていか

れるのも一定分かるんですよ。一方で長崎県の土地開発公社がありますよね。私も見てみ

たら、市町村の依頼を受けて調達した資金により公有地の取得とか先行取得等々の事業

をするってなっているので、もしこの利率が、県の土地開発局公社の方が安いということ

だったら、長与町と県の公社で掛け合って、こちらの方に移すということも検討できない

のかなという気もするんですが。利率がこちらもやはり上がっているということならも

う意味がないんですが、その辺りの検討とかいかがでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

木須課長。 

○財政課長（木須紀彦君） 

まず県の土地開発公社と西彼中央土地開発公社、ある意味別団体でございます。もうそ

れが独自の団体でございますので、長与町がこうして欲しいというふうなこととはまた

別のところでの意思決定にはなるというのが、まず１点ではございますが、それを踏まえ

ましても、今、西彼中央土地開発公社、長与町と時津町が構成でございますけれども、新

たに土地を購入するというふうな状況は今のところございません。仮に購入する際に、今

ある西彼中央土地開発公社ではなく県の方にお願いをするとか、利率が明らかに違って

あったり、ただその場合は当然事務費がプラスアルファで発生をしてまいるというとこ

ろも想定をされます。ですのでそういった事務コスト、その利率、あとそもそも西彼中央

土地開発公社としての使命は、２町の先行取得というところでもございますので、そうな

ると公社の存続的な目的でありますとか、そういったものも一定考慮しなければならな

いのかなという問題もございます。ですので別枠で見ますという説明は、入札をして結果

をいただいた際にお話はさせていただいたんですけれども、これも大きなグループの中

での決定というふうなことも言われまして、一銀行、金融機関という判断だけでもなかな

か難しいところもあるということでもございました。ですので先程からいろんなデメリ

ットと申しますかそういったところの御指摘ありますけれども、それを踏まえてやはり

できることを丁寧にやっていくしかないんだろうなということで考えてございます。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかありませんか。それでは政策企画課の歳入歳出どちらでも結構です。質疑はありま

せんか。１０、１１、１２、１３ページの歳入に、２２、２３ページの歳出です。よろし

いでしょうか。 

では後程戻っても構いませんので税務課の審査に移ります。税務課の歳入歳出どちら

でも結構です。質疑はありませんか。 



 

 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

７ページ、先程言われました２,６００万円の法人税の２.７％から６％に変更という

御説明があったんですが、これは大体、事業者の件数というか内訳を教えていただきたい

と思います。 

○委員長（金子恵委員） 

村田課長。 

○税務課長（村田佳美君） 

まず先程の税率なんですけれども、９.７％から６％減になっております。これが法人

税割なので、今、数字を持っていないんですけれども、法人税割の課税される事業所に対

して、国税の法人税額に対しての税率が９.７％から６％に令和元年の１０月以降の事業

年度が開始する分から変更になっております。 

○委員長（金子恵委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

ということは、それは事業者自体の収入減というところで、このコロナ禍が影響しての

ことなんでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

村田課長。 

○税務課長（村田佳美君） 

この税率の減というのは国の施策によって減額されたもので、コロナの影響による減

額というものではございません。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかありませんか。では部全体の質疑でも構いません、ありませんか。 

それでは企画財政部の審査をこれで終了いたします。お疲れ様でした。 

それでは暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会に戻します。 

これより健康保険部健康保険課の審査に入っていきたいと思います。提案理由の説明

を求めます。 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

それでは健康保険課所管分につきまして、長与町一般会計補正予算（第１３号）に関す

る説明書により御説明をいたします。 

まず歳入ですけれども説明書の１０、１１ページをお開きください。１４款１項１目民



 

 

生費国庫負担金１節社会福祉費負担金は、国民健康保険基盤安定負担金の額が確定をい

たしましたので、６２万７,０００円を増額計上いたしております。同じく２目衛生費国

庫負担金１節保健衛生費負担金は、新型コロナウイルスワクチン接種に係る国庫負担金

４,５５０万円を増額計上いたしております。次のページ、１５款１項１目民生費県負担

金１節社会福祉費負担金は全て当課所管でございます。国民健康保険基盤安定負担金及

び後期高齢者医療基盤安定負担金は、額の確定によりそれぞれ１０万９,０００円の減額、

１２３万４,０００円の増額計上といたしております。 

次に歳出ですけれども２４、２５ページをお開きください。３款１項５目国民健康保険

費２７節繰出金の長与町国民健康保険特別会計繰出金ですが、保険基盤安定繰入金及び

財政安定化支援事業繰入金の額の確定、並びに事務費繰入金及び出産育児一時金繰入金

の見込額により２２２万円を減額計上いたしております。次のページの３款３項３目後

期高齢者医療費１８節負担金、補助金及び交付金につきましては、後期高齢者医療療養給

付費負担金の額の確定によりまして、３４５万９,０００円を減額計上いたしております。

２７節繰出金は、保険基盤安定繰入金の額の確定により１６４万５,０００円を増額計上

いたしております。４款１項１目保健衛生総務費は、地域創生臨時交付金充当により財源

組替でございます。２目感染症予防費７節報償費は、集団接種時の医師、看護師の謝礼で、

７３２万円を増額計上いたしております。１２節委託料の一番上の予防接種委託料のう

ち、当課所管分は３,５６８万９,０００円でございます。こども政策課所管がマイナス１,

８００万円ございますので、予算上は１,７６８万９,０００円となっております。こちら

が個別医療機関等に支払う接種費として増額計上をいたしております。次の感染症廃棄

物処理委託料は、集団接種時の廃棄物の処理委託３１万７,０００円を増額計上、会場設

営委託料は集団接種時の会場設営の委託で２１７万４,０００円を増額計上をいたして

おります。 

以上が今回の補正の内容でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

ただいま説明が終わりました。質疑に入っていきますが、そう多くないので歳入歳出ど

ちらでも結構です。質疑はありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

新型コロナ感染症の臨時交付金でありますが、この補正予算でこれはオミクロンの第

３期予算という、コロナの補助金というところで、何％ぐらいこれを見込んでいるんでし

ょうか、何人ぐらいの接種。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

先程臨時交付金っていうことで言われたんですけれども、臨時交付金は今回うちが補



 

 

正をしておりませんで、４款１項１目の財源組替の部分だけになります。予防接種につき

ましては、歳入側は１４款１項２目のワクチンの接種対策費国庫負担金の方を充ててお

ります。こちらを充当させていただいているという前提で、件数ですけども今回は１万１,

０００回分を計上させていただいております。 

○委員長（金子恵委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

６５歳以上かな、高齢者の分が対象かなあと思うんですが、その１万１,０００回分に

は６５歳以下の人たちのは入っていないというところでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

今回の補正に何名分入っているっていうのは今試算をしておりませんで、２月末現在

の接種の実績でいきますと、６５歳以上の高齢者で３回目が終わっている方が６,７００

人ほどいらっしゃいまして、接種率でいうと５７％ぐらいになっております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかありませんか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

２７ページの予防接種委託料なんですけども、４月以降の分とかはどうなっているの

か何かあればお教えください。 

○委員長（金子恵委員） 

藤﨑課長。 

○健康保険課長（藤﨑隆行君） 

４月以降につきましては、４年度の当初予算の方に上げさせていただいております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかありませんか。 

ないようですので、健康保険部の審査をこれで終了いたします。お疲れ様でした。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会に戻します。 

これより議会事務局の審査に入りたいと思います。提案理由の説明を求めます。 

青田課長。 

○議事課長兼監査事務局長（青田浩二君） 

それでは議事課所管分について御説明いたします。 



 

 

説明書の１６、１７ページをお願いします。歳入になります。２０款５項１目雑入の５

行目、議会運営・議会活性化調査研究視察経費補助金は、県町村議会議長会主催の研修が

中止となったことにより全額減額しております。 

説明書の２０、２１ページをお願いします。歳出になります。１款１項１目議会費につ

きまして、１節の一般事務補助パート報酬から８節旅費は、実績見込みにより減額してお

ります。以上で説明を終わらせていただきます。御審査方よろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

提案理由の説明が終わりました。質疑に入ります。質疑ありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

ちょっと外れているかもしれないんですが、その市町村議会の研修ですが、先月、北川

先生も議会の方でお呼びされる予定だったのが結局コロナの関係で来崎できなくて、そ

ういったのもキャンセルっていうところ入っていますよね。そういったところはここの

中に含まれているんでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

青田課長。 

○議事課長兼監査事務局長（青田浩二君） 

今言われた北川先生の分は町主催の研修になっております。この分は県の町村議会議

長会主催の研修分になっております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかありませんか。ではこれで議会事務局の質疑を終わります。お疲れ様でした。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会に戻します。 

これから議案第１２号令和３年度長与町一般会計補正予算（第１３号）、総務厚生常任

委員会所管分について討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第１２号令和３年度長与町一般会計補正予算（第１３号）の総務厚生常

任委員会所管分の採決を行います。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

（異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

場内の時計で１３時１５分まで休憩。 



 

 

（休憩 １２時００分～１３時１５分） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会に戻します。 

これより議案第７号長与町敬老祝金支給条例についての審査を行っていきます。本案

について提案理由の説明を求めます。 

山口課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 

議案第７号長与町敬老祝金支給条例の一部を改正する条例について、提案理由の御説

明を申し上げます。本議案は、高齢者に関するニーズが多様化している中、高齢者の外出

の機会や健康づくりを支援することを目的として、現在７０歳以上の高齢者を対象にバ

ス利用券、タクシー利用券、または健康づくり助成券のいずれかを１,５００円分交付し

ているものを２,５００円分に拡充することに伴いまして、敬老祝金の支給額について改

正を行うものでございます。改正の内容につきましては、本日お配りいたしました資料を

御覧願います。１枚目の新旧対照表ですが、第２条支給要件につきましては、７７歳を廃

止することに伴い、表現を分かりやすく整理したところでございます。次に第３条敬老祝

金の額につきましては、第１号の７７歳を削り、第２号を第１号とし、同条第３号の１０

０歳を８万円から５万円に改正を行うものでございます。また資料の２枚目では、支給額

の改正前と改正後の比較を掲載いたしております。改正後の金額では２６４万円の減額

となっておりますが、この分を高齢者交通費・健康づくり助成事業へ充当するものとなっ

ております。 

以上が今回の改正内容でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（金子恵委員） 

ただいま提案理由の説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

まず敬老祝金と交通費の助成、何も関係ないと実は僕は思っているんですけど、その辺

はどうなんでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

山口課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 

敬老祝金事業と交通費助成金につきましては、全く別の事業となっております。しかし

ながら高齢者の事業に関するものとして、総合的に見直しをしてきた経緯もございます

し、他市町におきましても高齢者の事業を、様々な工夫をされながらいろんな事業を、本

町よりも良い事業もございますし、本町よりもちょっと額が少ない事業もございます。そ

ういったものを比較しながら総合的に判断をしていきたいというふうに考えております。 



 

 

○委員長（金子恵委員） 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

ほかの自治体と比較っていうことなんですけども、自分も幾つか調べたんですけども、

やっぱり一番近い時津町とどうしても比べてしまうんですけど、だいぶ長与町の方が助

成金自体も低くて、その辺はどういうふうに比べてこの金額になったのかっていうのを。

あとそもそも今のタイミングで出てきたっていうところをお教えください。 

○委員長（金子恵委員） 

山口課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 

委員おっしゃるとおり、時津町につきましては確かに見直しが行われていないため、１

００歳については１０万円になっております。しかしながら県内全体を見ますと、１００

歳の祝金自体をやっていない自治体もございますし、その中で１００歳を行っている自

治体が１５自治体ございまして、その中でも５万円を採用している自治体が多くござい

ます。そういった県内の自治体、総合的に判断をしながら金額は決めさせていただきまし

た。続きましてタイミングにつきましては、先程も申し上げましたけども、高齢者の事業

を見直すタイミングで、減額だけをするのは当然理にかなってないというふうに思って

いますので、今回は全体としましては増額をするということで計上いたしておりますの

で、敬老祝金につきましては減額でございますけれども、高齢者の事業につきましては、

総合的に増額ということで、御理解いただきたいというふうに考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

同様の質問になると思うんですが、時津町が私が調べた範囲では、７７歳が１万円、８

８歳が３万円、１００歳が１０万円となって、長与町は今回の改正で８８歳も時津町より

も安い２万円、１万円減ですね。１００歳については、時津が１０万円ですので半分とな

るんですよね。従来からよくおっしゃるのは、うちがしていないときに近隣市町村の動向

を見て進めていきたい。あえてここで減額を先行させる、それも大幅ですよね。長与と時

津って、長崎市と比較するよりも時津と比較する方が多いですよね、いろいろと。人口も

若干向こうは少ないですけど似ている、財政状況も似ているとなったときに、ここまで思

い切ったというのは、単なる高齢者交通費助成事業だけが原因なんですかね。高齢者助成

事業を時津町は５,０００円ですか。ただ、これが免許を取得していない方という限定に

はなるんですけれども、ちょっとあまりにもというのが一つですね。それと本会議上でも

あったんですが、やはりこういった件は当事者である方々の意見聴取が私は必要だと思

うんですよ。何でこのタイミングかっていうのが。コロナ禍で、本会議上で意見聴取もま

だそうできていないような答弁でしたよね。連合会の方にちょっとお聞きしたぐらいと



 

 

いうふうに私は感じたんですが。もっときちっと意見聴取ができるような状況で、改めて

理解を得た上でのこういった改正を求めることに至らなかったんでしょうか。この２点

お伺いします。時津町とあまりにも差異があるということと、当事者である敬老者への意

見聴取が、私はままなっていないと思うんで、そこのところ２点お願いします。 

○委員長（金子恵委員） 

山口課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 

話が少し遡りますけれども、平成３０年に交通費助成券の事業を開始させていただき

ました。その当時のことを振り返ってみますと、平成２９年度までは入浴補助券事業とい

うのがございまして、これがあまり町民からの意見としては「使い勝手が悪い」であった

りとか、なかなか交換率も伸びなかったりとかしたものですから、どうしても見直しをし

たいという思いがございました。その中で平成２９年に１５か所ほど訪問をいたしまし

て、アンケート調査も得て情報を集めまして、平成３０年に高齢者に関する事業の見直し

を行いました。要は入浴補助券が１,８００円から、交通助成券の方は１,５００円に減額

をしたわけでございますけれども、大変窓口の方では喜ばれまして、そういった状況も見

ながら見直しの方は進めてきた次第でございます。時津町の方は、その当時は交通費助成

券の方は無くて２年前に導入をされました。金額を比べますと確かに長与町の方が少な

いものですから、比較をすると長与町の方が劣っているように感じられるかもしれませ

んけれども、本会議で申し上げましたとおり、対象は広く利用しやすい券になっておりま

すので、その辺は利用率等を見ながら、今後も検討していきたいというふうに考えており

ます。続きまして２点目の意見聴取についてでございますけども、見直しをする際、でき

る限り説明を進めていきたいというふうに思っていまして、準備を進めてまいったんで

すけれども、なかなかコロナ禍で高齢者の方が集まる場というのがなくて、サロンであっ

たりとか、認知症予防事業について訪問したいというふうに申し出をしておりましたけ

れども、開催自体がされておらず、かなうことができませんでした。別の方法としまして、

例えばパブリックコメントを行ってというのも考えましたけれども、前回も説明した経

緯から考えてみますと、説明をして内容を理解した上でアンケート調査を行ったんです

ね。要は書面だけ見て判断をするというのはなかなか難しいのかなと思いまして、直接説

明させていただきまして、説明を聞いた上でアンケートを書いていただく、その方法が一

番良かったのかなというふうに考えておりまして、なかなか今回は実現するのは難しか

ったという状況でございます。ただ老人クラブ連合会の方に説明に行きましたけれども、

その際は大変今回の見直しについては喜ばれました。これは本会議で申し上げましたが、

そのときに頂いた意見につきましては反映させていただいております。 

○委員長（金子恵委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 



 

 

喜ばれたっていう意見は、多分交通費助成事業の方の件だと思うんですよね。今議題に

なっていることは、喜ぶ方って多分いないのかなと思います。私さっきちょっと言ったん

ですけども、このタイミングですよね。逆に言えばもうちょっと周知の期間を置いて、と

いうのは、７７歳の方貰えないんですよ。去年７６歳の方が７７歳、もしかしたら貰える

なって思っていた方もいらっしゃると思うんですが、そこをスパっと切ってしまうんで

すよね。だから私は財源が厳しいとか、別の事業に費用を充てたいっていうのは、理解は

します。ただあまりにも唐突過ぎる。それともう一つは、私たちも今回こう議案が出て間

がないですよね。事前に執行部から説明は全く受けていませんので、私たちも地域の方々

に意見聴取する時間もないんですよ。敬老会があっているわけでも、今までまん延防止期

間中でしたから、そういった活動もあっていない。なかなか個別にお伺いするしか意見聴

取をする機会がないということで、私は、本来で言えばもうちょっと早く出して、もうこ

れ４月施行になるんでしょ。もうこの何週間しかないタイミングで出されるんじゃなく

て、１２月議会でも９月議会でも出せたと思うんですよ、出そうと思えば。あるいはもう

今回あれならば６月議会に出して次年度から、そういかなかったのはやはり財源、交通費

助成を急ぐあまりのことなんでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

山口課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 

今回、介護保険課の保険者機能強化の交付金を利用させていただくんですけれども、そ

の金額の内示が来るのは年明けでございましたので、そもそも事業自体ができるのかど

うかについても、なかなか見通しが立たない状況でございました。そういった中、介護保

険課の方から交付金を利用できる見込みがあるということを伺いましたので、それをも

って事業の方を、見直しを進めていこうってことで準備の方はしておりましたけれども、

どうしても財源の目当てがなかったものですから。平成３０年の見直しの当時から１,５

００円という金額自体は、いずれ増やしていきたいというふうに考えておりまして、その

当時からずっと検討の方は進めておりました。そういった中でやっと財源のめどが立っ

たっていうことで、今回上程をした次第でございます。 

○委員長（金子恵委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

私も正直言って、ちょっとどうなのかなという気持ちがいろいろとあるんですけども、

一つは同僚委員も言われたように少し唐突だなと、唐突過ぎやしないかという思いをし

ております。なぜかと申しますと、以前公共施設を有料化したときがありましたが、その

とき議会もそれで議決になったんですが、そのときに住民から議会報告会で猛反発を受

けまして、一つはそういう経過もあったもんですから、やはり住民に対する説明は丁寧に

やっていかんといかんなというのが、恐らく行政の皆さんも、私たち議員も学んだ部分だ



 

 

と思うんですよね。そのあと生涯学習課の分なんですけども、上長与公民館の入浴施設の

ボイラーが故障して、これはもう廃止しようというふうになったときは唐突じゃなくて、

事前に住民の皆さんに集まってもらって声を聞いて、そして町として考えを取りまとめ

て、それを皆さんの前でまた報告して、それから条例の改正を議会に出すっていう手順を、

住民に聞くという手順を踏んできたんですよね。もう一つは、これは条例と関係ないです

けども粗大ごみの出し方を変えるとか、紙類も今度から出すっていうのも、突然じゃなく

てやはり周知期間というのをこの間持ってきたのは、やっぱり住民の皆さんが混乱しな

いように、住民に不信感を持たれないようにということでずっとやってきた流れがある

もんですから。少しずつ行政も議会も考え方が、住民に対しては丁寧に時間も取ってやっ

ていくというふうにした方が良いんだなとなってきたと思っているので。そういう点か

ら言うと今回提案して、これがもし議会で議決になったら、恐らくまた住民の皆さんから

「私たちの声を一切聞かずに行政と議会だけで勝手に決めとる」ということで、行政も議

会も不信を持たれると大変心配をしているんですよね。ですからその辺りのもっと丁寧

な対応が必要じゃないかというのが一つと、それから総合計画の中でも、今の時代にふさ

わしい行政サービスを提供していくためには、広聴機会を充実させんといかんという、み

んなからもっと聞かないといかんということを新たに書き加えているんですよね。そう

いう点でも、やはりそういうことをもう少し丁寧にやっていく必要があるんじゃないか

と思うんですが、その点はいかがでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

山口課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 

委員おっしゃるとおり、説明の方は丁寧に進めていかなければならないというふうに

感じておりまして、今回も是非ともそうさせていただきたいという思いもございました。

しかしながら、１，０００円増額ということで何とかこれを実現させたいという思いがあ

ったのも事実でございまして、やっとそれが実現をするという可能性が出てきたときに、

住民にとってはどちらかと言えばメリットなのかなというふうに感じまして。あと、平成

３０年のことになりますけども、当時いただいたアンケートの結果がございます。その中

身については当然当時のアンケート結果ですので、必ずしも正とは言えないとは思いま

すけれども、内容につきまして少しだけ申し上げますと、例えば１００歳の祝金につきま

しては「１０万円もらっても家族に配るだけだ」という意見もたくさんございました。「減

額をしても良いよ」という意見もたくさんございました。そういった意見を踏まえて当時

見直しに至ったんですけれども、そういった状況も判断材料としては見ながら、今回見直

しをさせていただきました。高齢者の意見は当然もらった方が良いのはそのとおりなの

で「そのまま継続して欲しい」という意見も多数ございましたけれども、当時の結果によ

りますと、敬老祝金につきましては、継続が３割、縮小廃止が５割ということで、減額を

求める意見が多数ございましてそれを反映させていただいた次第でございます。当然こ



 

 

れは当時の結果でございますので、今回とは違いますので、必ずしもこのとおりとは言え

ませんけれども、参考としては目安になるのかなというふうに考えております。おっしゃ

るとおり説明の方は是非とも、もっと今後とも続けていきたいというふうに考えており

ますので、その辺は御理解いただきたいというふうに考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

確認をいたしますけど、敬老祝金と交通費の支給助成は全く一緒のものなんですね。先

程も質問の中で別ということを課長があえて言われましたけど。私からも確認をしたい

と思うんですが、全く別なんですね。それをどうも説明の中で合体してしまって混乱して

しまっておるというのが私どもの受ける感じなんですけども、別なんでしょ。確認です。 

○委員長（金子恵委員） 

山口課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 

事業については全く別物となっております。 

○委員長（金子恵委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

もう一つ確認で、４日の議案提案のときに八木議員が質問されましたよね。そのときに

改正の理由を課長は平均寿命が長くなっとると。私の間違いかもしれませんが、男が８０

歳、８１.４歳か、女が８７.何歳か。よって廃止をしましたという、そういう発言をしま

したけどもね。間違いないでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

山口課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 

７７歳につきましては平均年齢の話をさせていただきまして、男性が８１.６４歳で女

性が８７.７４歳というお話を申し上げました。しかしながらこれをもって廃止っていう

決断をしたわけではございません。 

○委員長（金子恵委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

それじゃ元に戻して、福祉のこの祝金の趣旨はどのように理解をされておりますか。ど

ういうことでこの祝金を出すようになったのか理解していますか。 

○委員長（金子恵委員） 

山口課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 



 

 

本町に居住する高齢者に対しまして、長寿を祝福しそのお祝いをするために、敬老の祝

いの意を表して祝金を差し上げております。 

○委員長（金子恵委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

私ひもといてみたんですね、どうも混乱しとるのでその辺りからも。この敬老祝金の支

給条例は昭和４５年９月３０日に提案をされておるんです。近藤町長時代だったろうと

思うんですね。何て趣旨に書いてあるかと言いますとね、説明をしたかと言いますと、老

人の日という祝日が設けられまして、老人を慰め、かつまた優遇する措置が講じられつつ

ありますと。お年寄りの方を楽しく老後を過ごしていただいて、なるべく長生きしていた

だきたいということを念願いたしまして提出をいたしましたということで議事録に載っ

ています。これ私が抜粋して申し上げましたのでね、帰ってから必要だったら見てくださ

い。若干経過を申し上げますと、担当はそのとおり存じておると思うんですが、最初５,

０００円ぐらいだったというふうに思うんですけど、その後平成１７年３月に改正をさ

れまして、これは葉山町長時代ですね。７７歳を１万円にして、８８歳を３万円、１００

歳を１０万円にしておりましたね。ここで、若干あとでまた改正があっておりますけども、

まずそういう金額になった。それから２１年１２月議会に提案がありまして、金額の改正

はせずに、文言の１００歳に達する日なんだ云々という文言の趣旨の改正をされておら

れます。それから今の吉田愼一町長になって、平成３０年３月に７７歳の１万円を５,０

００円に、２分の１の減額をしています。８８歳３万円が２万円、それから１００歳の１

０万円を８万円に改正をされました。今回は見ての通りの７７歳はゼロ、８８歳は２万円

そのままです、１００歳以上が８万円を５万円です。こういう改正案なんで、なぜか吉田

愼一町長になってから、先程もちょっと出ましたけども、公共施設の町民の使用料の値上

げをポカッとやったわけなんですね。私も個人的にはもう相当あちこちからやられまし

た。それも唐突と言えば唐突ですね。今回もそうでしょう。そういうことの経過を踏まえ

ていきますと、やっぱりその敬老祝金の金額がどうあるべきかという議論したのかなと

いうことを思うわけなんですよ。敬老祝金は７７歳、８８歳、１００歳ですから、そこに

なったときにもらえる。ところが健康づくり関係は７０歳以上全ての人にやるわけです

ね。だからその全ての人にやる１,５００円を２,５００円にしようが、しまいが、それは

町がやればいいわけですよ。条例でも何でもないわけですね。だから、今提案されとるの

は敬老祝金の支給に関する条例改正ですから議会に提案があっておるわけですね。だか

ら町の執行でできるものと、議会の議決を経なければできないものと、きちっと区分けを

して、なぜ今回の改正にしなければならなかったのか。経過と、それと住民の意見を聞い

たのかと。聞いてないじゃないですか、今までの話でね。そんな唐突に出して。やっぱり

住民の理解を得ることが一つと、それと議会が理解を得られるもの、そういうものをきち

っと整理をしながら提案をしていかなければ、もし得られなければ実現ができないわけ



 

 

ですよ。だから住民には今後説明していきましょうというのは本末転倒なんですね。全く

考え方が裏腹になっておる。どうですか課長、ちょっと長くなりましたけども。 

○委員長（金子恵委員） 

山口課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 

敬老祝金につきましては、本会議で申し上げましたとおり、町民の介護予防だったりと

か、健康づくりのために少しでもできることはないかというふうな考えの下から、祝金と

直接関係ないかもしれませんけれどもそういった思いで、高齢者の交通費・健康づくり助

成事業の方を何とか増やしたいという思いで、どういったことをできるかっていうのを

ずっと検討をしてまいりました。その結果、敬老祝金の方は縮小になりますけれども、例

えば高齢者に使える予算であったりとか、こども政策課の子どもの方に使う予算だった

りとか、一定制限がある中で、何とかこう工夫をしながら、皆様に喜んでいただける方法

を考えてまいりました。その中でやはりこの方法が一番良いのかなというふうにこちら

の方では感じましたし、当時アンケートをとった結果でもそのような結果になっており

ましたので、今回は先程からおっしゃるとおり説明の方は十分でないかもしれませんけ

れども、当時の意見を参考にしながら進めさせていただいた次第でございます。 

○委員長（金子恵委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

先程の担当課長の提案理由の説明も、バスとかタクシーとか健康づくりというものの

ことを発言して、１,５００円を２,５００円にしますということで改正に至りましたと

いうような説明をされたわけです。ということは、関係ないわけですよそれは。あくまで

も、それは役場の中で考えること、財政辺りが考えることは全体的に、相対的に考えます

よね。担当課長が総合的に物事を考えますなんて、若干違うんじゃないですかね。自分の

所管の範囲内の中で物事を判断しているように感じられるわけですよ。ということは、一

方を削って一方を出すための財源をどうしたら良いだろうと。健康づくりをどうしても

出さないかんと、それ出せば良いわけでしょう。ところがその財源を、ここに資料をいた

だいて私も聞こうと思ったんですけども、２６４万円浮かしておりますね、この中でね。

計算をして、人数が分からなかったもんですから聞こうかと思ったんですが、別紙をいた

だきましてよく分かったんですね。そうしますと２６４万円を浮かせて、その浮いたやつ

を健康づくりに持っていこうということもはっきり言われたとおりでですね。福祉の分

野を担当する人たちは、今の祝金の条例は改正をしていただかんと、議会の理解をいただ

かんと改正できないわけですよ。そういうものを頭の中にきちっとたたき込んで、それが

実現したら次に健康づくりをどうするのかという、手法はいろいろありますけども、その

内輪の中での議論だけに終わっているんじゃないかというような感じをするんですね。

庁内で、財政等を含めて政策決定の過程はどうだったんですか。それを説明してください。 



 

 

○委員長（金子恵委員） 

山口課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 

令和４年度の予算を編成する際に、副町長、町長の方に相談申し上げまして、まず町長

の意向を確認させていただきました。その結果をもちまして財政と協議をした次第でご

ざいます。 

○委員長（金子恵委員） 

いいですか。ほかありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

この敬老祝金、私どもの自治会でも改正が進んでおりまして、いわゆる長寿命化で自治

会の財政が圧迫しているということでだんだんこの年齢を上げてきているんですよ、今、

実際ですね。そうすると７７歳は今３９０名ですか、この試算ではですね。将来７７歳は

幾らになるのか、人数がね。８８歳は幾らになるのか。１００歳は何人になるのかという

シミュレーションは立てているんですかね、将来。そうすると７７歳は増えるっていうこ

とであれば、それぞれ財源が増えていくわけですよね。だから、今私どもの自治会で進め

ているのはそういう財源の問題で、だんだん長寿命化していって見直しをしとるわけで

すけれども、そういう観点からの改正案っていうかな、それはしていないんですかね。 

○委員長（金子恵委員） 

山口課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 

見込みの方は一定推計をしておりまして、７７歳につきましては令和５年度が３４４

人、令和６年度が５３２人、８８歳の見込みにつきましては令和５年度は２１３人、令和

６年度が２７４人、１００歳につきましては令和５年度が１８人、令和６年度が３３人と

いう見込みを持っております。 

○委員長（金子恵委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

そういうシミュレーションを立てて、だからこうなったんですよっていうその理由付

けがはっきりすれば納得しやすいんですけどね。そういう観点からの理由付けは無いん

ですかね。先程から高齢者の交通費とか結果的に充当するっていう意味なんでしょうけ

ども、これはこれでちょっと外してもらって、ここの祝金だけ、どういう理由でこうなっ

たか、先々を考えてね、財政が増えるんでしょ、８８歳も増えていくんでしょ、人数が。

７７歳も増えていくのかな。それから１００歳も増えていく、５年後とかなったら、財政

はこういうふうに逼迫しますよっていう前提でこうしますという考え方ですよ。ここを

しっかりしないと、住民から聞かれた場合に説明できないということになるわけですよ



 

 

ね。高齢者交通費、健康づくり、これとはもう全く別物だから、内容的にはね。敬老祝金

は今私ども自治会で見直していますけども、皆さん増えてきとるから財政を圧迫します

ねという話になるわけですよ。だから、例えば７７歳はもうやらないとかね、８８歳とか

１００歳にはやりましょうとかね、そういう理屈になってくるわけですよ。だからそうい

う考え方が、どういう考え方なのかそこのところを説明して欲しいわけ。例えば１００歳

は８万円だけども５万円にしますと。考え方によっては１００歳まで生きるっていう人

は本当に少ないわけですよね、２３名しか。そういう人たちに１００歳まで生きてきたね、

じゃあ祝金を、例えば少ないけども贈呈しましょうと。だから８万円を削るっちゅうのも、

少し乱暴過ぎるんじゃないかなと思うわけですよ。７７歳を削るまでは良いけども、むし

ろ８８歳を削るべきじゃないかなと思ったんです、逆かなと思ったんですよ。１００歳は

そのままにしてね。１００歳まで生きるっていう人は本当希有なもんですよ。そういう御

老人に対して、やっぱり尊敬の念を持って祝金を差し上げるというのが普通の感覚じゃ

ないかなと思っているわけですよ。だから考え方をしっかり立てていかないと、町民に説

明できないということなんですよ。自治会もそういう方向で動いているのは確かなんで

すよ。どこの自治会も恐らくそういう見直しをやっているわけですから。だからそういう

自治会の考え方と符合するような考え方ならば、ある程度納得できるんじゃないかなと

思うわけですよ。長与町は、先程公共施設の料金の値上げでもものすごく反対されたんで

すよね、町民から。だから不利益になるものは、やっぱり事前に説明しておくというのが

一番大事なんですよ。公共料金も説明不足だったんですね。だからああいう結果になった

んですよ、公共料金の値上げは。町民に対しての説明不足だったんですよ、あれ。だから

相当な反発を食ったんですよ。だから、ああいう反発を食わないようにせないかんわけで

すよ。だから私が言ったような基本的な考え方を教えていただきたいと思います 

○委員長（金子恵委員） 

山口課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 

敬老祝金事業につきましては、確かに敬老をお祝いするっていう趣旨からしますと、こ

れだけを考えていくべきなのかなというふうに思われますけども、先程から申し上げま

したように、どうしても高齢者に対する事業として総合的に判断するべきだというふう

に考えましたので、仮の話ですけども、今回改正をもしした場合、７０歳の方からプラス

１,０００円のメリットが出てくるわけです。９９歳に至るまでが、今回のプラス分はず

っと毎年１,０００円ずつプラスになっていく。敬老祝金の削減額と比較をしますと、仮

にですけども、９９歳の方が２万５,０００円のプラスのメリットが出ます。要は７０歳

から９９歳までにつきましては、全ての方がプラスになるという結果になっております。

１００歳以上につきましては、１００歳の方だけがマイナス４,０００円、１０１歳がマ

イナス３,０００円、１０２歳がマイナス２,０００円、１０３歳がマイナス１,０００円

ってことで、ここの部分だけがマイナスになりますけれども、総合的に見てプラスになる



 

 

という判断で提案をさせていただいたわけですけれども、敬老祝金単独で見れば確かに

減額ということになりますので、趣旨からするともっと丁寧な説明が必要だったのかな

というふうに考えます。 

○委員長（金子恵委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

私が言いたいのは理屈なんですよね。敬老祝金の例えば８万円を５万円にしましたと、

この理屈は何なのか。８８歳の２万円は据え置いたのか、７７歳何でゼロにしたのかと。

この一つ一つの理由付けが大事なんです。だから７７歳をゼロにしましたっていうのは

何ですかと。８８歳を据え置きにしたのは何ですか。１００歳を８万円から５万円にした

のは何ですか。それぞれの理屈を教えていただきたいというのが、さっきの質問ですよ。

だからそれを言っていただきたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

山口課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 

町といたしましては、健康づくりだったりとか介護予防を応援したいという趣旨でご

ざいますので、元気なうちにお金を使っていただきたいという趣旨もございます。７７歳

につきましては平均年齢の考え方というのはやはり一定ございますし、県内のほかの自

治体につきましても、７７歳については行っている自治体が長与町を除きまして３自治

体となっております。これも参考の一つとさせていただきました。８８歳につきましては、

実際お金をお渡しするわけですけれども、大変お元気な方も多くて、実際外に出て活動さ

れている方が多いという印象を持っております。そういった中で、御自身で活動するため

のお金として使っていただきたい、お祝いを差し上げたいという思いで据え置きとさせ

ていただきました。１００歳につきましては、本会議で申し上げましたとおり、町長が出

向いてお祝いを差し上げている次第ですけれども、やはり入院をされていたりとか、寝込

んでらっしゃる方が多数いらっしゃいます。そういった中で、やはりどうしても本人にお

祝いを差し上げたい、何とか使っていただきたい、家族に使うことも当然良いんですけれ

ども、ぜひとも御本人の元気づくりに生かしていただきたいという思いで減額とさせて

いただいております。 

○委員長（金子恵委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

交通助成金の方、一応僕は関係ないと思っているんですけど、よくよく調べてみたとこ

ろ、令和２年度は予算が１,１０９万３,０００円で決算が７９３万幾らと、３割程度の人

が使われてないということですよね。その人たちが不健康でもうバスにもタクシーにも



 

 

乗れないような人とかがいたとしたとして、その人たちは交通助成金の恩恵にあずかれ

ずに、祝い金も奪われるみたいな形になるのかなと思うんですけど、そういうケースは考

えられましたでしょうか。 

○委員長（金子恵委員） 

山口課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 

令和２年度で申し上げますけれども、町から助成券の交換のハガキを対象の方にお送

りをするんですけれども、それを公民館だったりとか役場に持って来てもらって交換作

業を進めます。その交換率が７８.８％。交換した人の中で実際に使ったのは７７.４％で

ございました。以前、入浴補助券のときが交換率は４２％ほどで使用率が多分３６％ほど

だったと思います。かけてみますと、実際の使用率が入浴補助券で１６％程度、現在が６

４％程度というふうに考えられますので、確かに完全に使い切るというのは難しいです。

ですので施策をするに当たっては、やっぱり率を上げていく必要があるというふうに思

っています。そういった意味では、前回の見直しについては金額が減ったにも関わらず大

幅に伸びたわけですから、見直しとしては良かったのかなというふうに考えています。今

後も金額の増額をすれば当然利用者は増えてまいりますので、交換率は上がってくるも

のと考えていまして、利用率の方も上がってくるというふうに考えております。 

○委員長（金子恵委員） 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

これが現金で全員に配るってなら理解できるけど、結局交換に来なかった人っていう

のはもう、寝たきりの人とか全く何の恩恵もあずかれない状態になるじゃないですか。そ

こを聞きたいんですけども。 

○委員長（金子恵委員） 

山口課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 

当初申し上げましたとおり、この事業が高齢者の健康づくり介護予防を目的としてお

りますので、現金じゃなくて一定の目的のために使っていただきたいと思っています。な

ので外出をするきっかけであったりとか、例えばそのハガキを送って交換に来る、この作

業だけでも外出の一歩になります。そういったことも含めて、手間ではありますけれども

用事を作ること、どっかに外出に行く目的を作ること、お風呂券が残ってるのでもう１回

お風呂に入りに行こうと思うこと、そういったことが全て外出のきっかけづくりになる

というふうに考えておりますので、現金ではなくてこういった目的を持った利用券とし

て発行させていただいております。 

○委員長（金子恵委員） 

松林委員。 



 

 

○委員（松林敏委員） 

健康な人が健康を維持するための事業をするために、不健康な人が祝金をもらう機会

を奪われるということについてどう思うかということですよね。 

○委員長（金子恵委員） 

山口課長。 

○福祉課長（山口聡一朗君） 

おっしゃっている趣旨分かりました。ありがとうございます。確かにおっしゃるとおり

寝たきりだった場合とかは難しいと考えますけども、その点、一定検討する必要があるの

かなと思いますので、これは今後の検討課題とさせてください。ありがとうございます。 

○委員長（金子恵委員） 

ほか質疑はありませんか。よろしいですか。ではこれで質疑を終わります。 

しばらく休憩に入りたいと思いますので、所管の方には一旦退席をお願いいたします。 

（暫時休憩） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。議案第７号長与町敬老祝金支給条例の一部を

改正する条例につきましては、いろいろ質疑応答があったんですけれども、皆さんしっか

りと納得されて、次の採決までに踏み込めるような状況ではどうもないような感じがす

るんですけれども、そこを論点の整理とか今行うようにして、このまま委員会の状態で自

由討議に入りたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

それではこの条例改正案につきまして、皆様の考えている内容ですね、採決に至るまで

の疑問点とかあるかと思いますけれども、そちらの方それぞれにお聞きして、また改めて

考える機会にしたいというふうに思うんですが。 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

進め方についてお尋ねします。今日それを決めるっていうことで理解して良いんです

か。 

○委員長（金子恵委員） 

一応このままの流れとしては、自由討議を行ったあとに休憩を取ります。休憩の中で、

それぞれが否決なのか、そういうものをそれぞれが考えられると思うので、もし採決を今

日するというのであれば、もう今日終了させても構わないかなというふうに思っており

ます。ただいろんな考え方があって、継続審査にするとか、修正案を出すとか、いろんな

方法あると思うんですけれども、この中である程度まとまらないことには結果を出せま

せんので、一応皆様の意見をお聞きしたあとに、そこはまとめていきたいというふうに思

っておりますけど。よろしいですか。 

西岡委員。 



 

 

○委員（西岡克之委員） 

今委員長が言ったように、みんなの意見を聴取して、それで継続にするか、今日採決す

るかっていうことを決めるというふうに理解して良いですか。 

○委員長（金子恵委員） 

はい、そのつもりでおります。どなたからでも結構なんですけど。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

私としては、この議案第７号長与町敬老祝金支給条例の一部改正する条例には反対な

んです。ですので修正案を出すなり、否決するなり、また継続審査するなり。でもそこの

ところは皆さんと一緒に何か協議しながらいかないといけないなと思いますが、それも

それぞれの意見を合致していかないと、それは執行部側にも考える余地を、これ否決した

としても考える余地をしばらく与えないといけないので、その後の改正案もね。というと

ころで、今日、否決もして良いかと思います。しかし、しばらくは時間が掛かるのかなと

いうふうに、修正案にしてもね。協議が必要なのかなというふうに思います。 

○委員長（金子恵委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

安部委員がおっしゃったのは自由討議とはちょっと違うのかなと思うんで、私は自由

討議として発言させていただきます。まず皆さんの意見、質疑をお聞きした中で、まずこ

れがお祝いのお金ですね、お祝い金。その気持ち、祝金条例が制定されたときの趣旨も参

考になったんですけれども、お祝い金として大事にすべきだなっていうのが一つ。それと、

私もこれ質疑の中で言ったんですけれども、やっぱり住民に対する説明、これは事後説明

ではなく、やはり事前に説明をすべきというのが２つ目。それと、健康づくり助成事業分

とは関係ないとか言いながらも、全く別事業、それも私は理解しているんですけれども、

ただ老人福祉費ですか、全体として見たときの町の持ち出し負担、それもやっぱし今後考

えておかなければいけない。そう言いながらも健康づくり助成事業も高齢化すれば、これ

もまた莫大な額になってくるわけですね。敬老祝金以上に大きな額になってくる。それ執

行部から説明は全く無かったんですけれども、そこも押さえておかなければいけないの

かなっていうのが一つ。あとこれは執行部に対する不満というか、都合の良いところは他

市町村を参考に、他市町村ここはしていない所が多いですからと。ただ隣の時津町、私金

額申し上げたんですけども、もう時津町とは雲泥の差というふうになってしまうんです

よね。長与に住んでいたら、やっぱり比較は時津町ですよね、いつも。その時津町とここ

までかけ離れさせても良いものかどうか。私はこの４点が、今回の議案審議において重要

なポイントになるのではないかなと思っています。やはり私ももう少し町民から意見を

聴取する機会が欲しいというのが、この議案を、賛否をこれから表すことに対する要望で

すね。あまりにも唐突過ぎて、何の説明も全協とかでも無く、いきなり議案配布で知った



 

 

もんですから、私はそのように感じております。以上です。 

○委員長（金子恵委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

すみません。自由討議を行います。私としては、この議案７号ですね、本当に敬老祝金

の支給というところで名目がありますので、長寿を祝福して、敬老祝金を長生きした方、

高齢者の方たちに祝いをする。それを本当に高齢者を侮辱するじゃないですが、厳しいこ

の状況に追い込むというのは、私はどうなのかなと。長与町としての高齢者に対する厳し

い状況をこのまま突き出すというのは、高齢者の意思を聞かないうちに判断してしまう

のは、私としては反対であります。そして先程言われましたように、本当に介護の方の予

防としての交通費とかの対象として、この高齢祝金と対比するというのはいかがかなと

いうふうに思いますし、また別次元のものでありますので、そこのところは町の方も思案

していただきたいなというふうに思っております。以上です。 

○委員長（金子恵委員） 

はい、次、堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

現時点ではやはり、全委員がおっしゃったように、あまりにも唐突じゃないかというの

は全くそのとおりだと私も思っていて、住民に対する意見聴取なりが完全にできていな

いというのが一つと、それから僕らが議会で審議する中で、基本条例ができておりますか

ら基本条例に照らしてみて、確か３本柱の中で町民とともに歩む議会というのを皆さん

に説明してきたわけで、このまま可決なりっていうふうになってしまうと、町民とともに

歩むって言っていながら、私たちには何も聞いてないよというふうになってしまうとい

う点でも、このままっていうのは、私は賛同できないというのが一つと、それからもう一

つが、高齢者の中で特に１００歳の方を切るというのが私もちょっと驚いたんですよね。

今日、私も１００歳になる方っていうのがどのくらいいらっしゃるのかなと思って調べ

てみたら、平均寿命は０歳で亡くなった人の部分までカウントされるんですけれども、そ

の数え方じゃなくて、６５歳に今現在ある人があと何年、生きるのかというような平均余

命というデータが厚生労働省から出ております。女性で１００歳に到達する方って僅か

６％なんですよね。男性に至ってはもう１％しかいない。こういうずっと頑張って長生き

された方の祝金を削減するというのは、ちょっと理解を得られない、私は理解ができない

というのが一つですね。それからもう一つは住民の皆さんに意見を聞いていないという

ことで、高齢者には老連か何かに意見を少し聞いたということだったんですが、高齢者は

助成金をもらっているという立場、申し訳ないなという引け目を感じていらっしゃる立

場なので、本来なら一般の納税者ですね、現役世代というか納税世帯も含めたところで、

高齢者にこういう形で祝金支給していますけどいかがですかと。そういう納税者にも聞

くべきじゃないかなというのが一つ。あと話を聞いていて、福祉課の中だけで財源をいじ



 

 

っているというところで、そこも考えものじゃないかなと。町の総合計画を見ますと、長

与町は有数の財政力指数を誇っていますよ、安定的な財源を維持してきているんですよ

ということを言っているんであれば、そういう町の県下有数の財政力をうまく活かして、

福祉課だけでのやりとりじゃなくて、全体としてこういう福祉制度は維持をしていくん

だというものを打ち出して欲しいなというふうに思います。それと幸福度日本一と言い

ながら、何かにつけこれまで長与町の特色だったものがどんどん無くなっていって、何か

普通のごくありふれた町を目指しているのか、それとも幸福度日本一を目指しているの

かさっぱり分からない。そういう点でも、今の何でもよそに横並びという方向性は、町長

が言っている幸福度日本一とは違うんじゃないかというふうに思います。以上です。 

○委員長（金子恵委員） 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

僕も一応反対でありまして、安藤委員も言ったように、ほかの自治体と比べてみました

っていうところなんですけども、何か遠くの自治体と比べられていて、やっぱり時津とど

うしても比べられるので、今７７歳を廃止するのは町民の皆さんに理解を得られないと、

とても得られる状態じゃないのかなと思います。平均寿命が延びたということで、７７歳

元気じゃないかっていう考え方もあると思うんですけど、７７歳の人は、今も昔も多分収

入とかないと思うんですよね。その辺では頂けるものは頂きたいんだなあと思うんです

けども。昔と違って核家族で独居老人とかも増えている中で、今のほうが逆にお金を必要

な高齢者が多いんじゃないのかなと思うので、やっぱり祝金の支給は止めて欲しくない

と思います。以上です。 

○委員長（金子恵委員） 

次、岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

１点目は、時津のものを私も別の交通関係も持っておるんですけども、今年の４月から

６,０００円に値上げをするようなものであるんですけども、まず一つは、先程ほども言

いますように祝金の条例のことと、高齢者の交通費の助成の問題と混同してしまってい

るというのが一つと、どうも聞いた状況からは、この交通費の健康づくりを上げるために、

どこから財源を見つけたら良いのかというそういう発想に、私どもの方から考えると逆

のことから検討に入っているんじゃないかということが感じられました。本来は、祝金の

この年代別のものが改正をこういうことにしたいというならば、その改正の理由を、例え

ば７７歳をゼロにするならするような理由付けが明確でないといけません。１００歳を

５万円にするなら５万円にする理由を、だから５万円なんですよといういう理解が住民

にも議会にも理解ができなければ、これはアウトなんですね。そういうことの説明がまと

もに無いということをですね。どうしても先程言いますように、健康づくりが先行してお

ったんじゃないかということを思うわけなんです。何人か出ていましたように、町民の意



 

 

見を、あの使用料の改定を我々は浮かぶわけですね。あとのその状況、お互いそうだろう

と思うんですけどね。これは大変な厳しいことを言われて、されてきたわけなんですよ。

そういう経験からしますと、やっぱり住民の意見を十分聞いて、それで判断をしていくと

いう執行側が、そういう謙虚さがないといかんというふうに思うわけなんですね。そうい

うことを感じております。私の結論で、あとで申し上げますけど、また機会があれば私の

態度の表明はのちにして、また方法があればその方法も私なりに考えてきておるという

ことだけ付け加えておきたいと思います。 

○委員長（金子恵委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

まずこの高齢者交通費・健康づくり助成事業は別物だと言いながらも、関係しているん

じゃないかと。ここがちょっとどうも解せないんですね。この祝金なら祝金の条例で根拠

を聞いたわけですけどね。例えば７７歳はなんでゼロにしたのか。８８歳はなぜ据え置き

にしたのか。１００歳はなぜ下げたのかっていう質問をしたんですよ。そしたら７７歳は

長寿命化で８０歳以上超しているからっていう説明だったんですね。８８歳は据え置き

にしたのは元気な人が多いから使っていただくと、２万円。１００歳は元気な人ばっかり

じゃないから、そういう説明だったんですよね。だから、そういう説明でこれを町民に説

明できるかなという疑問があるわけね。したがって私は現時点ではそう思っています。だ

から今後の進め方はあとでまた議論されるんですかね。今言っても良いんですか。私はも

う継続が良いんじゃないかなと思います、継続協議でね。ここのところの払拭されない限

りは、ちょっとおかしいかなあと。一歩譲って７７歳は今長寿命化だから自治会でも今見

直していますから、ここは譲ってもね、０円で。１００歳は譲れないなと思いました、今

のこの説明聞いた限りはね。そういったところが私の感想でございます。以上です。 

○委員長（金子恵委員） 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

部内、課内では、高齢者交通費・健康づくり助成事業と同じ福祉課がやっている事業だ

と、今さっき聞きました。その高齢者交通費の部分と健康づくり助成の中身がどういうも

のかというのをよく説明を受けておりません。そこら辺をもうちょっと説明を受けたい

なっていうものと、段階的削減がもし行われるのであれば、それが良いのかな、ベターだ

っていうふうに私は感じております。今、内村委員が言われたように、うちの自治会も、

まず敬老会の出席を６５歳からだったのを７５歳に変えました。金が掛かるということ

で。それでもお金は前より掛かっているんですよ。だからそういう論理からすると７７歳

をゼロにしても、お祝い金っていう部分ではもう構わないのかなというふうに私は思い

ます。で８８歳、これそのままなんで私もそのままで良いだろうと思いますし、１００歳

の方は、幾らもらうか分からない人もたくさんいると思うんですね、現状では。だからい



 

 

きなり８万円を５万円にするんじゃなくて、例えば６万円とか、その辺りの間をやってい

ただければなあって思います。何遍も言うように、高齢者の全体のボトムアップっていう

ことをやらなければならない課が福祉課でございますので、それを考えたら、より効果が

出るようなところにお金の配分をするのは当たり前のことだろうというふうに思います。

できれば現状の１００歳の金額をもう少し考慮していただきたいという部分と、先程内

村委員も言われましたけども、継続にして、もう少し聴取をした方が良いのかなと。それ

と老連の方にも聴取をしたと聞いたんで、老連だとこう減らすだけだったら多分反対意

見が出ると思うんですよね。それを出なかったというのは、ちゃんとそういうふうな説明

を老連にはされたのかなあと思いまして、できれば、同じような説明をこの場でもしてい

ただきたいなというのが要望でございます。私は以上です。 

○委員長（金子恵委員） 

では私の方から。今質疑の中でも出ましたように、やはり隣町の時津町の比べるとかな

り金額的に差があるということと、それと交通助成金とは別に考えて行きたいなという

思いがあるのと、敬老祝金の条例ですから、これはあくまでもお祝いとして差し上げると

いうか、お渡しするものであるっていうところは引けないということ。それから皆さんが

おっしゃるように、住民への事前の説明が完全に足りていないこと。そういうことをもろ

もろ考えると、私も今の時点では実は反対です。しかしその議案に反対をするということ

ではなく、私たち自身も説明がここ数日内での説明だけなので、これを継続としてもう１

回説明を受けて、話を聞いた上での判断をするのがベターなのかなと思います。修正案と

いうことも考えられるかなとは思うんですが、人数的なことも変動があるのでそこはち

ょっと。以上です。 

しばらく休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（金子恵委員） 

休憩を閉じて委員会に戻します。 

本日の議案第７号長与町敬老祝金支給条例の一部を改正する条例に関しての、本日の

質疑は一旦終わります。明日、日程調整の上で継続してもう一度審査をするということに

なりましたので、そちらの時間等は委員長一任ということで皆様よろしいでしょうか。 

（｢異議なし」の声あり） 

それでは本日はこれで委員会を閉会したいと思います。お疲れ様でした。 

（閉会 １５時１７分） 


